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「三重県教育ビジョン（仮称）」最終案新旧対照表（案） 

No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

１ はじめに 

１ 策定の趣

旨 

（１頁） 

人口減少や少子・高齢化、

グローバル化の進展、地球規

模の課題、子どもの貧困など

社会経済的な課題、地域間格

差など地域の課題、社会のつ

ながりの希薄化など、さまざま

な社会課題が存在する中、未

来に向けて学びのあり方を構

想するにあたっては、教育の未

来像を巡る動向をふまえ、個

人と社会のウェルビーイング

（Well-being）の実現をめざ

すことが大切です。 

 

人口減少や少子高齢化、グ

ローバル化の進展、地球規模

の課題、子どもの貧困など社

会経済的な課題、地域間格差

など地域の課題、社会のつな

がりの希薄化など、さまざまな

社会課題が存在する中、未来

に向けて学びのあり方を構想

するにあたっては、教育の未来

像を巡る動向をふまえ、個人と

社 会 の ウ ェ ル ビ ー イ ン グ

（Well-being）の実現をめざ

すことが大切です。 

 

○記述内容の精査 

２ はじめに 

１ 策定の趣

旨 

（１頁） 

○ （前略）一人ひとりの回復

のペースは同じではないと

いう認識の下、誰一人取り

残すことなく子どもたちの学

びと健康を支えるとともに、

コロナ禍で再認識された学

校の役割をふまえ、単にコロ

ナ禍前に戻るのではなく、こ

れまで制限されてきた学校

教育活動のうち真に必要な

ものの回復やＩＣＴの活用な

どにより、新しい時代の学び

を実現していくことが重要で

す。 

 

○ （前略）一人ひとりの回復

のペースは同じではないと

いう認識のもと、誰一人取り

残すことなく子どもたちの学

びと健康を支えるとともに、

コロナ禍で再認識された学

校の役割をふまえ、単にコロ

ナ禍前に戻るのではなく、こ

れまで制限されてきた学校

教育活動のうち真に必要な

ものの回復やＩＣＴの活用な

どにより、新しい時代の学び

を実現していくことが重要で

す。 

 

○記述内容の精査 

３ はじめに 

１ 策定の趣

旨 

（２頁） 

○ こうした認識の下、子ども

たち一人ひとりの豊かで幸

せな人生と社会の持続的な

発展に向け、新時代におけ

る教育施策を総合的かつ計

画的に推進できるよう、「三

重の教育宣言」に込められ

た思いを引き続き大切にす

るなど、これまでの計画を発

展的に継承しながら、本県

の教育の新しい指針として、

「三重県教育ビジョン」を策

定します。 

 

○ こうした認識のもと、子ど

もたち一人ひとりの豊かで

幸せな人生と社会の持続的

な発展に向け、新時代にお

ける教育施策を総合的かつ

計画的に推進できるよう、

「三重の教育宣言」に込めら

れた思いを引き続き大切に

するなど、これまでの計画を

発展的に継承しながら、本

県の教育の新しい指針とし

て「三重県教育ビジョン」を

策定します。 

 

○記述内容の精査 

別冊２ 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

４ はじめに 

１ 策定の趣

旨 

（２頁） 

脚注 

（前略）「三重の教育宣言」の

全文は参考資料に掲載してい

ます。 

 

脚注 

（前略）「三重の教育宣言」の

全文は巻末資料に掲載してい

ます。 

 

○記述内容の精査 

５ はじめに 

５ 全体構成 

（３頁） 

○ 第２章の「基本施策・施策」

では、「子どもたちに育みた

い力」の育成を実現するた

め、６の基本施策と 32 の施

策を体系化して示すととも

に、それぞれの基本施策に

おいて「めざす姿」と「基本

的な考え方」を、また、それ

ぞれの施策において「めざ

す姿」や「現状と課題」、「主

な取組内容」、「ＫＰＩ（重要業

績評価指標）」を示します。 

 

○ 第２章の「基本施策・施策」

では、「子どもたちに育みた

い力」の育成を実現するた

め、６つの基本施策と 32 の

施策を体系化して示すとと

もに、それぞれの基本施策

において「めざす姿」と「基本

的な考え方」を、また、それ

ぞれの施策において「めざ

す姿」や「現状と課題」、「主

な取組内容」、「ＫＰＩ（重要業

績評価指標）」を示します。 

 

○記述内容の精査 

６ はじめに 

５ 全体構成 

（３頁） 

基本施策 めざす姿 

計画期間が終了する令和９

（2027）年度末にこの基本施

策が目標としている姿を記述

します。 

 

基本施策 めざす姿 

計画期間が終了する令和９

（2027）年度末にこの基本施

策が目標としている姿を記載

します。 

 

○記述内容の精査 

７ はじめに 

５ 全体構成 

（３頁） 

基本施策 基本的な考え方 

この基本施策の背景や意義、

めざす方向性などを記述しま

す。 

 

基本施策 基本的な考え方 

この基本施策の背景や意義、

めざす方向性などを記載しま

す。 

 

○記述内容の精査 

８ はじめに 

５ 全体構成 

（３頁） 

施策 めざす姿 

計画期間が終了する令和９

（2027）年度末にこの施策が

目標としている姿を記述しま

す。 

 

施策 めざす姿 

この施策を推進することによ

り、計画期間が終了する令和９

（2027）年度末までに達成す

る姿を記載します。 

 

○記述内容の精査 

９ はじめに 

５ 全体構成 

（３頁） 

施策 現状と課題 

子どもたちの現状、子どもたち

を取り巻く社会状況、教育行

政の現状等に関する問題点・

課題などを記述します。 

 

施策 現状と課題 

この施策に関する現状や課

題、背景等を記載します。 

 

○記述内容の精査 

１０ はじめに 

５ 全体構成 

（３頁） 

施策 主な取組内容 

この施策で実施する主な取組

の内容を記述します。 

 

施策 主な取組内容 

この施策で実施する主な取組

を記載します。 

 

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

１１ はじめに 

５ 全体構成 

（３頁） 

○ 第３章の「教育ビジョンの

実現に向けて」では、進行管

理や多様な担い手との連

携・協働について記述しま

す。 

 

○ 第３章の「教育ビジョンの

実現に向けて」では、進行管

理や多様な担い手との連

携・協働について記載しま

す。 

 

○記述内容の精査 

１２ １ 教育を取

り巻く現状 

（５頁） 

○ 中長期的な視点から本県

教育のめざすべき方向性を

示すにあたり、教育を取り巻

く社会潮流を概観します。 

 

○ 中長期的な視点から本県

の教育のめざすべき方向性

を示すにあたり、教育を取り

巻く社会潮流を概観します。 

 

○記述内容の精査 

１３ １ 教育を取

り巻く現状 

（５頁） 

①人口減少、少子・高齢社会

の進行 

○少子高齢化の進行により、

令和２（2020）年に約 103

万人であった本県の生産年

齢人口（15～64 歳）は、令

和 22（2040）年には約 79

万人と、約４分の３にまで減

少する見込みです。（後略） 

 

①人口減少、少子・高齢社会

の進行 

○少子高齢化の進行により、

令和２（2020）年に約 103

万人であった本県の生産年

齢人口（15～64 歳）は、令

和 32（2050）年には約 68

万人と、約３分の２にまで減

少する見込みです。（後略） 

 

○記述内容の精査 

１４ １ 教育を取

り巻く現状

（６頁） 

②家庭環境の変化 

▼共働き等世帯数の年次推移

（全国） 

②家庭環境の変化 

▼共働き等世帯数の推移（全

国） 

 

○記述内容の精査 

１５ １ 教育を取

り巻く現状 

（７頁） 

④超スマート社会の進展 

○ ＩｏＴ、ロボット、人工知能

（ＡＩ）、ビッグデータといった

技術が発展・普及し、超スマ

ート社会に向けた動きが加

速しています。近年、民間企

業では、テレワークの導入が

急速に進むとともに、約６割

の企業がデジタル化を実施

または実施を検討していま

す。一方で、諸外国と比べる

と、デジタル化の実施が遅れ

ており、デジタル化を進める

上での課題・障壁として、

「人材不足」と回答した割合

が多くなっています。デジタ

ル化を進める上での課題や

障壁に対応し、社会全体でＩ

ＣＴの利活用の推進を図る

ことが重要です。 

④超スマート社会の進展 

○ ＡＩ（人工知能）、ロボット、

ビッグデータ、ＩｏＴといった

技術が発展・普及し、超スマ

ート社会に向けた動きが加

速しています。近年、民間企

業では、テレワークの導入が

急速に進むとともに、約６割

の企業がデジタル化を実施

または実施を検討していま

す。一方で、諸外国と比べる

と、デジタル化の実施が遅

れており、デジタル化推進に

おける課題として、「人材不

足」と回答した割合が多くな

っています。デジタル化を進

める上での課題に対応し、

社会全体でＩＣＴの利活用の

推進を図ることが重要です。 

 

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

１６ １ 教育を取

り巻く現状 

（７頁） 

 脚注 

必要なもの・サービスを、必

要な人に、必要な時に、必要な

だけ提供し、社会のさまざまな

ニーズにきめ細かに対応でき、

あらゆる人が質の高いサービ

スを受けられ、年齢、性別、地

域、言語といったさまざまな違

いを乗り越え、いきいきと快適

に暮らすことのできる社会。 

 

○記述内容の充実 

１７ １ 教育を取

り巻く現状 

（７頁） 

 脚注 

Artificial Intelligence

の略。人間の思考プロセスと

同じような形で動作するプロ

グラム全般、あるいは人間が

知的と感じる情報処理・技術

全般。 

 

○記述内容の充実 

 

１８ １ 教育を取

り巻く現状 

（７頁） 

 脚注 

利用者が急速に拡大してい

るソーシャルメディア内のテキ

ストデータ、携帯電話・スマー

トフォンに組み込まれたＧＰＳ

（全地球測位システム）から発

生する位置情報、時々刻々と

生成されるセンサーデータ等、

ボリュームが膨大であるととも

に、構造が複雑化することで、

従来の技術では管理や処理が

困難なデータ群。 

 

○記述内容の充実 

１９ １ 教育を取

り巻く現状 

（７頁） 

 脚注 

Internet of Things の

略。「モノのインターネット」と呼

ばれ、自動車、家電、ロボット、

施設などあらゆるモノがインタ

ーネットにつながり、情報のや

り取りをすることで、モノのデ

ータ化やそれに基づく自動化

等が進展し、新たな付加価値

を生み出します。 

 

○記述内容の充実 

２０ １ 教育を取

り巻く現状 

 脚注 

Information and  

○記述内容の充実 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

（７頁） Communication 

Technologyの略。情報通

信技術。 

 

２１ １ 教育を取

り巻く現状

（８頁） 

④ 超スマート社会の進展 

▼企業におけるデジタル化を

進める上での課題や障壁

（国別） 

 

④ 超スマート社会の進展 

▼デジタル化推進における課

題（国別） 

 

○記述内容の精査 

２２ １ 教育を取

り巻く現状 

（９頁） 

⑤ 脱炭素社会への移行 

▼温室効果ガス排出量の推移

（国内） 

 

⑤ 脱炭素社会への移行 

▼温室効果ガス排出・吸収量

の推移（国内） 

 

○記述内容の精査 

２３ １ 教育を取

り巻く現状 

（１０頁） 

⑦ 人材に求められる能力等

に対する需要の変化 

○ 人工知能（ＡＩ）やロボット

の発達により、産業構造の

転換が加速していき、問題

発見力や的確な予測、革新

性などが働く人に将来一層

求められる能力等となると

の予測があり、社会・雇用市

場のあり方や必要とされる

スキルについて、今後、変化

していくことが見通されてい

ます。 

 

⑦ 人材に求められる能力等

に対する需要の変化 

○ ＡＩやロボットの発達によ

り、産業構造の転換が加速

していき、問題発見力や的

確な予測、革新性などが働

く人に将来一層求められる

能力等となるとの予測があ

り、社会・雇用市場のあり方

や必要とされるスキルにつ

いて、今後、変化していくこ

とが見通されています。 

 

○記述内容の精査 

２４ １ 教育を取

り巻く現状 

（１１頁） 

① 確かな学力の育成 

○ （前略）また、国際調査にお

ける日本の平均得点は、数

学的リテラシー・科学的リテ

ラシーでは世界トップレベ

ル、読解力ではOECD平均

より高得点のグループに位

置しています。 

 

① 確かな学力の育成 

○ （前略）また、国際調査にお

ける日本の平均得点は、数

学的リテラシー・読解力・科

学的リテラシーの３分野全て

において世界トップレベルに

位置しています。 

○記述内容の精査 

２５ １ 教育を取

り巻く現状 

（１１頁） 

① 確かな学力の育成 

▼OECD 生徒の学習到達度

調 査 2018 年 調 査

（PISA2018 ）の結果（国

別） 

 

① 確かな学力の育成 

▼OECD 生徒の学習到達度

調 査 2022 年 調 査

（PISA2022 ）の結果（国

別） 

 

○記述内容の精査 

２６ １ 教育を取

り巻く現状 

（１３頁） 

③ 健やかな身体の育成 

○ 令和４（2022）年度におけ

る本県の「全国体力・運動能

③ 健やかな身体の育成 

○ 令和５（202３）年度におけ

る本県の「全国体力・運動能

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

力、運動習慣等調査」の体

力合計点と全国平均値との

比較では、小学校男子・女

子はやや下回りましたが、中

学校男子・女子では、ともに

全国平均値を上回りました。 

 

力、運動習慣等調査」の体

力合計点と全国平均値との

比較では、小学校男子・女

子と中学校女子は全国平均

値をやや下回り、中学校男

子は全国平均値をやや上回

りました。 

 

２７ １ 教育を取

り巻く現状 

（１４頁） 

⑤ いじめ等への対応 

○ （前略）また、暴力行為も依

然として発生しています。

（後略） 

 

⑤ いじめ等への対応 

○ （前略）また、暴力行為が

依然として発生しています。

（後略） 

 

○記述内容の精査 

２８ １ 教育を取

り巻く現状 

（１５頁） 

 脚注 

一般に、本来大人が担うと

想定されている家事や家族の

世話などを日常的に行ってい

る子ども。 

 

○記述内容の充実 

２９ １ 教育を取

り巻く現状 

（１６頁） 

⑥ 多様な教育的ニーズを有

する子どもたちへの対応 

▼知的発達に遅れはないもの

の学習面又は行動面で著し

い困難を示すとされた通常

の学級に在籍する児童生徒

数の割合（全国） 

 

⑥ 多様な教育的ニーズを有

する子どもたちへの対応 

▼知的発達に遅れはないもの

の学習面または行動面で著

しい困難を示すとされた通

常の学級に在籍する児童生

徒数の割合（全国） 

 

○記述内容の精査 

３０ １ 教育を取

り巻く現状 

（１７頁） 

⑥ 多様な教育的ニーズを有

する子どもたちへの対応 

▼不登校児童生徒数（高等学

校）の推移（三重県） 

 

⑥ 多様な教育的ニーズを有

する子どもたちへの対応 

▼不登校生徒数（高等学校）

の推移（三重県） 

 

○記述内容の精査 

３１ １ 教育を取

り巻く現状 

（１８頁） 

⑥ 多様な教育的ニーズを有

する子どもたちへの対応 

▼子どもの貧困率の年次推移

（全国） 

 

⑥ 多様な教育的ニーズを有

する子どもたちへの対応 

▼子どもの貧困率の推移（全

国） 

 

○記述内容の精査 

３２ １ 教育を取

り巻く現状 

（１８頁） 

 脚注 

等価可処分所得（世帯の可

処分所得を世帯人員の平方根

で割った金額）の貧困線（等価

可処分所得の低い人から順に

並べて、真ん中の順位（中央

値）の金額の半分の金額）に満

たない人の割合。 

○記述内容の充実 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

３３ １ 教育を取

り巻く現状 

（１８頁） 

⑥ 多様な教育的ニーズを有

する子どもたちへの対応 

▼児童虐待相談対応件数の

年次推移（三重県） 

 

⑥ 多様な教育的ニーズを有

する子どもたちへの対応 

▼児童虐待相談対応件数の

推移（三重県） 

 

○記述内容の精査 

３４ １ 教育を取

り巻く現状 

（２０頁） 

脚注 

法律（地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第 47

条の５）に基づき、学校と保護

者や地域住民等が共に知恵を

出し合い、学校運営に意見を

反映させることで、協働しなが

ら子どもたちの豊かな成長を

支え、「地域とともにある学校

づくり」を進める仕組み。 

 

脚注 

地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第 47 条の５

の規定に基づく、学校と保護

者や地域住民等が共に知恵を

出し合い、学校運営に意見を

反映させることで、協働しなが

ら子どもたちの豊かな成長を

支え、「地域とともにある学校

づくり」を進める仕組み。 

 

○記述内容の精査 

３５ １ 教育を取

り巻く現状 

（２５頁） 

⑪ 地域における学びの状況 

○ 本県では、地域の児童生

徒数に応じた学びが進めら

れています。（後略） 

 

⑪ 地域における学びの状況 

○ 本県では、少子化の流れ

を受けて、公立小中学校と

県立高等学校の学級数が

減少する中、地域の児童生

徒数に応じた学びが進めら

れています。（後略） 

 

○記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 

３６ １ 教育を取

り巻く現状 

（２６頁） 

⑪ 地域における学びの状況 

▼県立高等学校（全日制）学

級数一覧（令和５年度第１学

年）（三重県） 

 

⑪ 地域における学びの状況 

▼県立高等学校（全日制）にお

ける学級数の状況（三重県） 

○記述内容の精査 

３７ ２  子どもた

ちに育みた

い力 

（２８頁） 

脚注 

本ビジョンでは、子どもたち

が社会で自立するためには、

「自ら考え、判断・決定し、行動

する力（自律する力）」や、「自

分を律しながら学び続ける姿

勢」が大切であるという想いを

込め、「自律した学習者」として

います。 

 

脚注 

本ビジョンでは、子どもたち

が社会で自立するためには、

「自ら考え、判断・決定し、行動

する力（自律する力）」や、「自

分を律しながら学び続ける姿

勢」が大切であるという思いを

込め、「自律した学習者」として

います。 

 

○記述内容の精査 

３８ ２  子どもた

ちに育みた

い力 

（２８頁） 

（共生する力） 

○ 社会の多様化が進む中、

誰一人取り残されることな

く、誰もがいきいきとした人

生を享受することができる

共生社会の実現をめざし、

（共生する力） 

○ 価値観や文化の多様性を

認め合い、性別や年齢、障

がいの有無に関わらず、あ

らゆる他者を価値のある存

在として理解・尊重し、豊か

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

その実現に向けた社会的包

摂を推進する必要がありま

す。（後略） 

 

な人間関係を築くとともに、

他者への感謝や思いやり、

規範意識、公共の精神、郷

土に対する誇りや愛情等を

心の土壌として持ちながら、

他者と共に支え合って生き

ていく力が求められます。

（後略） 

 

３９ ２  子どもた

ちに育みた

い力 

（２８頁） 

（共生する力） 

○ 子どもたちが、他者と共に

支え合って生きていくことが

できるよう、価値観や文化の

多様性を認め合い、性別や

年齢、障がいの有無に関わ

らず、あらゆる他者を価値

のある存在として理解・尊重

し、豊かな人間関係を築くと

ともに、他者への感謝や思

いやり、規範意識、公共の精

神、郷土に対する誇りや愛

情等を心の土壌として持つ

ことが重要です。 

 

（共生する力） 

○ 社会の多様化が進む中、

誰一人取り残されることな

く、誰もがいきいきとした人

生を享受することができる

共生社会の実現をめざし、

その実現に向けた社会的包

摂を推進することが大切で

す。 

 

○記述内容の精査 

４０ ２  子どもた

ちに育みた

い力 

（２８頁） 

（創造する力） 

○ 社会の課題が多様化・複

雑化する中、社会課題の解

決と経済成長を結び付ける

イノベーションを行ったり、

新しいアイデアや解決策を

生み出したりする、新たな価

値を創造する力が求めら

れ、こうした力は、超スマー

ト社会においてもＡＩやロボ

ットによる代替が困難な

「人」の力であり、今後一層

求められることが予測されま

す。 

 

（創造する力） 

○ 社会の課題が多様化・複

雑化する中、社会課題の解

決と経済成長を結びつける

イノベーションを起こしたり、

新しいアイデアや解決策を

生み出したりする、新たな価

値を創造する力が求めら

れ、こうした力は、超スマー

ト社会においてもＡＩやロボ

ットによる代替が困難な

「人」の力であり、今後一層

求められることが予測され

ます。 

○記述内容の精査 

４１ 基本施策・

施策 

（３９頁） 

 脚注 

一般的には、「自己肯定感」

は、「自尊感情」、「自己有用

感」などと表現されることもあ

ります。本ビジョンでは、ありの

ままの自分をかけがえのない

○記述内容の充実 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

存在として肯定的にとらえる感

情を「自己肯定感」という用語

で広くとらえています。 

 

４２ 基本施策・

施策 

（３９頁） 

（１） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「一人ひとりの自己肯定感

を涵養する教育の推進」に

あたっては、ありのままの自

分が認められているという

実感を持てるようにするとと

もに、多様な他者との関わり

合い等をとおして、自己肯定

感や幸福感など一人ひとり

のウェルビーイングの向上を

めざし、家庭教育支援や幼

児教育、学びを支える指導

の充実を図ります。 

 

（１） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

〇 「一人ひとりの自己肯定感

を涵養する教育の推進」に

あたっては、子どもたちがあ

りのままの自分が認められ

ている実感を持てるように

するとともに、一人ひとりの

ウェルビーイングの向上を図

るため、家庭教育支援や幼

児教育の充実、互いに支え

合う学校づくりの推進、子ど

もの状況に応じた学びを支

える指導の充実を図ります。 

○記述内容の精査 

４３ 基本施策・

施策 

（３９頁） 

（１） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「確かな学力の育成」にあ

たっては、知識・技能、思考

力・判断力・表現力等の確か

な学力、生涯にわたって能

動的に学び続ける態度を身

につけられるよう、個別最適

な学びと協働的な学びを一

体的に充実し、主体的・対話

的で深い学びの実現に向け

た授業改善を推進します。 

 

（１） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「確かな学力の育成」にあ

たっては、子どもたちが知

識・技能、思考力・判断力・

表現力等の「確かな学力」、

生涯にわたって能動的に学

び続ける態度を身につけら

れるよう、個別最適な学びと

協働的な学びを一体的に充

実し、主体的・対話的で深い

学びの実現に向けた授業改

善を推進します。 

 

○記述内容の精査 

４４ 基本施策・

施策 

（３９頁） 

（１） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「幼児教育の推進」にあた

っては、安定した情緒の下で

自己を十分に発揮し、遊び

や生活の中での体験をとお

して、生涯にわたる人格形

成の基礎を培えるよう、幼稚

園等における教育・保育等

の質向上を図るとともに、小

学校教育への円滑な接続に

向けて、幼稚園等と小学校

（１） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「幼児教育の推進」にあた

っては、幼児期の教育が生

涯にわたる人格形成の基礎

を培う重要なものであること

から、幼稚園等における教

育・保育活動の充実を図る

とともに、幼稚園等と小学校

等との交流など、小学校教

育への円滑な接続に向けた

取組を推進します。 

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

等が連携した取組を推進し

ます。 

 

 

４５ 基本施策・

施策 

（４０頁） 

（1） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「人権教育の推進」にあた

っては、人権問題の解決を

自分の課題ととらえ、自他の

人権を守るための実践行動

ができる力を身につけること

ができるよう、「三重県人権

教育基本方針」に基づき、教

育活動全体を通じて総合

的・系統的な取組を家庭・地

域と連携しながら進めます。 

 

 

（１） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「人権教育の推進」にあた

っては、子どもたちが人権に

関する理解を深め、自他の

人権を守るための実践行動

ができる力を身につけられ

るよう、「三重県人権教育基

本方針」に基づき、家庭・地

域と連携しながら、教育活

動全体を通じて総合的・系

統的に人権教育を進めま

す。 

 

○記述内容の精査 

４６ 基本施策・

施策 

（４０頁） 

（1） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「道徳教育の推進」にあた

っては、自己の生き方を考

え、主体的な判断の下に行

動し、自立した一人の人間と

して他者と共によりよく生き

るための基盤となる道徳性

を養えるよう、子どもたちの

発達段階に応じ、「考え、議

論する道徳」等を通じた道

徳教育を推進します。 

 

 

（1） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「道徳教育の推進」にあた

っては、子どもたちが生命を

大切にする心や他者を思い

やる心、人間関係を築く力、

公共心、規範意識を高め、

個性を伸長し、他者と共によ

りよく生きようとする意欲と

態度を身につけられるよう、

子どもたちの発達段階に応

じ、「考え、議論する道徳」等

を通じた道徳教育を推進し

ます。 

 

○記述内容の精査 

４７ 基本施策・

施策 

（４０頁） 

（1） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「読書活動・文化芸術活動

の推進」にあたっては、歴史

や文学、科学、芸術など、さ

まざまな分野への関心を高

め、感性や情緒を磨き、幅広

い視野や知識を統合して考

える力と豊かな人間性を身

につけられるよう、社会全体

で読書活動を推進するとと

もに、文化芸術に触れる機

会の充実を図ります。 

（1） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「読書活動・文化芸術活動

の推進」にあたっては、子ど

もたちが歴史や文学、科学、

芸術等への関心を高め、感

性や情操を磨き、幅広い視

野や知識を統合して考える

力と豊かな人間性を身につ

けられるよう、社会全体で読

書活動を推進するとともに、

文化芸術に触れる機会の充

実や文化部活動の環境整備

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

 を進めます。 

 

４８ 基本施策・

施策 

（４０頁） 

（1） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「健康教育・食育の推進」

にあたっては、生涯にわたっ

て健康で充実した生活を送

るために必要な知識と、自ら

必要な情報を収集して判断

し実践する能力が身につけ

られるよう、学校教育活動

全体を通じ、健康教育の充

実を図るとともに、健全な食

生活を送るための食育を推

進します。 

 

（1） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「健康教育・食育の推進」

にあたっては、子どもたちが

生涯にわたって健康で充実

した生活を送るために必要

な知識と、自ら必要な情報

を収集して判断し実践する

能力を身につけられるよう、

学校教育活動全体をとおし

て、学校・家庭・地域が連

携・協働しながら、健康教

育・食育を推進します。 

 

○記述内容の精査 

４９ 基本施策・

施策 

（４０頁） 

（１） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「体力の向上と運動部活動

改革の推進」にあたっては、

積極的に運動やスポーツに

親しむことを通じて体力が

向上するよう、運動機会の

拡充を図ります。また、子ど

もたちがスポーツに継続し

て親しむことができる機会を

確保するため、地域の実情

に応じながら、運動部活動

の段階的な地域連携・地域

移行を進めます。 

 

（１） 未来の礎となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「体力の向上と運動部活動

改革の推進」にあたっては、

子どもたちの体力が向上す

るよう、運動機会の拡充や

体育授業の充実を図りま

す。また、子どもたちがスポ

ーツに継続して親しむことが

できる機会を確保するため、

地域の実情に応じながら、

中学校における休日の運動

部活動の段階的な地域連

携・地域移行を進めます。 

 

○記述内容の精査 

５０ 基本施策・

施策 

（４１頁） 

 脚注 

一人ひとりの社会的・職業

的自立に向けて必要な基盤と

なる資質・能力を身につけるこ

とをとおして、社会の中で役割

を果たしながら自分らしい生き

方を実現していくことを促す教

育。 

 

○記述内容の充実 

５１ 基本施策・

施策 

（４１頁） 

 脚注 

グローバル（global）とロー

カル（local）からの造語。国境

を越えた地球規模の視野と、

草の根の地域の視点で、さま

○記述内容の充実 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

ざまな問題をとらえていこうと

する考え方。 

 

５２ 基本施策・

施策 

（４１頁） 

（２） 未来を創造し社会の担

い手となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「キャリア教育の推進」にあ

たっては、学ぶことと自己の

将来とのつながりを見通し

ながら、社会的・職業的自立

に必要な資質・能力を身に

つけられるよう、教育活動全

体を通じて、子どもたちの発

達段階に応じた組織的かつ

計画的なキャリア教育を推

進するとともに、地域と連携

した体験活動や校種を越え

た学びの充実を図ります。 

 

（２） 未来を創造し社会の担

い手となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「キャリア教育の推進」にあ

たっては、子どもたちが学ぶ

ことと自己の将来とのつな

がりを見通しながら、社会

的・職業的自立に必要な資

質・能力を身につけられるよ

う、学校教育活動全体をと

おして、組織的・計画的なキ

ャリア教育を推進するととも

に、地域と連携した体験活

動や校種を越えた学び、職

業教育の充実を図ります。 

 

○記述内容の精査 

５３ 基本施策・

施策 

（４１頁） 

（２） 未来を創造し社会の担

い手となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「グローカル教育の推進」

にあたっては、グローバルな

視野と志を持ちながら、高い

目標に向けて挑戦しようと

する意欲を高め、地域にあ

っても、世界にあっても活躍

できる力を身につけるため、

多様な生き方、価値観、文

化等に触れる機会の創出、

英語教育の推進、地域の豊

かな文化や歴史などに関す

る郷土教育を進めます。 

 

（２） 未来を創造し社会の担

い手となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「グローカル教育の推進」

にあたっては、子どもたちが

グローバルな視野と志を持

ちながら、自ら定めた目標に

向けて挑戦する意欲を高

め、地域や世界で活躍でき

る力を身につけられるよう、

海外との交流や各種コンテ

ストへの参加の促進、多様

な価値観・文化等に触れる

機会の創出、英語教育・郷

土教育の推進を図ります。 

 

○記述内容の精査 

５４ 基本施策・

施策 

（４１頁） 

（２） 未来を創造し社会の担

い手となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「新たな価値を創り出す力

の育成」にあたっては、複雑

化・困難化する社会課題の

解決や持続的な社会の発展

に向け、主体的に学びに向

かう姿勢や、新たな価値を

創り出す力を身につけられ

（２） 未来を創造し社会の担

い手となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「新たな価値を創り出す力

の育成」にあたっては、社会

課題の解決や持続的な社会

の発展に向け、子どもたちが

主体的に学びに向かう姿勢

や新たな価値を創り出す力

を身につけられるよう、探究

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

るよう、探究活動やＳＴＥＡ

Ｍ教育など教科横断的な学

習の充実を図るとともに、先

端技術を積極的に活用した

取組を進めます。 

 

活動・ＳＴＥＡＭ教育、先端

技術や社会の変化等に対応

した取組、専門的な知見を

有する者等と連携した取組

を進めます。 

 

５５ 基本施策・

施策 

（４１頁） 

 脚注 

科 学 （ Science ） 、 技 術

（ Technology ） 、 工 学

（Engineering）、リベラルア

ーツ ・ 教養 （ Arts ） 、 数 学

（Mathematics)等の学習を

実社会での課題解決に生かし

ていくための教科横断的な教

育。 

 

○記述内容の充実 

５６ 基本施策・

施策 

（４１頁） 

（２） 未来を創造し社会の担

い手となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「主体的に社会を形成する

力の育成」にあたっては、主

体的に社会の形成に参画す

る態度を身につけることが

できるよう、主権者教育や消

費者教育の充実を図りま

す。また、地球規模の課題の

解決に向けて、自ら考え、行

動する力を育むため、持続

可能な開発のための目標の

実現に貢献する教育を進め

ます。 

 

（２） 未来を創造し社会の担

い手となる力の育成 

【基本的な考え方】 

○ 「主体的に社会を形成する

力の育成」にあたっては、子

どもたちが主体的に社会の

形成に参画する態度を身に

つけられるよう、主権者教育

や消費者教育を推進すると

ともに、地球規模の課題の

解決に向けて考え行動する

持続可能な社会の創り手を

育む教育を進めます。 

 

○記述内容の精査 

５７ 基本施策・

施策 

（４２頁） 

 脚注 

障がいのある子どもと障が

いのない子どもが同じ場で共

に学ぶことを追求するととも

に、個別の教育的ニーズのあ

る児童生徒に対して、自立と社

会参加を見据えて、その時点

で教育的ニーズに最も的確に

応える指導を提供できる、多

様で柔軟な仕組みを整備する

こと。 

 

○記述内容の充実 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

５８ 基本施策・

施策 

（４２頁） 

(３) 特別支援教育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「一人ひとりに応じた切れ

目のない教育の推進」にあ

たっては、特別な支援を必

要とする子どもたちが、持て

る力や可能性を伸ばし、自

立と社会参画のために必要

な力を身につけられるよう、

インクルーシブ教育システム

の理念をふまえ、一人ひとり

のニーズに応じた学びの場

において、早期からの一貫し

た指導・支援を推進します。 

 

(３) 特別支援教育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「一人ひとりに応じた切れ

目のない教育の推進」にあ

たっては、インクルーシブ教

育システムの理念をふまえ、

特別な支援を必要とする子

どもたちが、持てる力や可能

性を伸ばし、自立と社会参

画に必要な力を身につけら

れるよう、一人ひとりのニー

ズに応じた学びの場におい

て、早期からの一貫した指

導・支援を進めます。 

 

○記述内容の精査 

５９ 基本施策・

施策 

（４２頁） 

(３) 特別支援教育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「特別支援学校における自

立と社会参画に向けた教育

の推進」にあたっては、特別

支援学校に在籍する子ども

たちの自立と社会参画に向

けて、組織的・計画的なキャ

リア教育や、障がいの有無

に関わらず、共に学ぶため

の交流および共同学習を推

進します。また、施設の狭隘

化・老朽化対策を進め、学

校の環境整備を行います。 

 

(３) 特別支援教育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「特別支援学校における自

立と社会参画に向けた教育

の推進」にあたっては、特別

支援学校の子どもたちが、

自立と社会参画に必要な力

を身につけられるよう、組織

的・計画的なキャリア教育を

推進します。また、地域の学

校等との交流および共同学

習を進めるとともに、施設の

狭隘化・老朽化対策など環

境整備を行います。 

 

○記述内容の精査 

６０ 基本施策・

施策 

（４２頁） 

 脚注 

面積などが狭くゆとりがない

こと。 

 

○記述内容の充実 

６１ 基本施策・

施策 

（４３頁） 

（４） いじめや暴力のない学び

の場づくり 

【基本的な考え方】 

○ 「いじめや暴力をなくす取

組の推進」にあたっては、い

じめの防止に向けて、主体

的に考え、行動できる力を

育むため、道徳教育や人権

教育など教育活動全体を通

じたいじめをなくすための取

組や、社会総がかりでの取

（４） いじめや暴力のない学び

の場づくり 

【基本的な考え方】 

○ 「いじめや暴力をなくす取

組の推進」にあたっては、子

どもたちが主体的にいじめ

防止に向けて行動できるよ

う、子どもたち自らがいじめ

について考え話し合う取組

や、道徳教育や人権教育な

どを通じたいじめをなくすた

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

組を推進します。また、暴力

行為の未然防止や暴力等に

より被害を受けた子どもの

支援等を進めます。 

めの取組を進めます。また、

いじめや暴力に向かわせな

いための未然防止の取組を

社会総がかりで進めます。 

 

６２ 基本施策・

施策 

（４３頁） 

（４） いじめや暴力のない学び

の場づくり 

【基本的な考え方】 

○ 「いじめの認知と学校内外

の教育相談体制の充実」に

あたっては、子どもたちのさ

さいな変化を見逃さず、いじ

めを早期に発見し、対応す

ることができるよう、積極的

ないじめの認知を進めると

ともに、学校内外において、

専門人材も活用しながらい

じめを訴えやすい環境づく

りに取り組みます。 

 

（４） いじめや暴力のない学び

の場づくり 

【基本的な考え方】 

○ 「いじめの認知と学校内外

の教育相談体制の充実」に

あたっては、子どもたちが安

全・安心に学校生活を送れ

るよう、積極的ないじめの認

知やインターネット上のいじ

め問題への対応を進めると

ともに、学校内外において、

専門人材を活用しつつ、い

じめを訴えやすい環境づく

りに取り組みます。 

 

○記述内容の精査 

６３ 基本施策・

施策 

（４３頁） 

（４） いじめや暴力のない学び

の場づくり 

【基本的な考え方】 

○ 「いじめに対する迅速・確

実な対応の推進」にあたって

は、いじめを早期に解決す

るため、発見または情報を

得た場合、迅速かつ正確に

認知し、専門人材も含む組

織的な対応を進めます。ま

た、いじめられた子どもに対

しては、寄り添った支援を進

めるとともに、いじめた子ど

も等に対しては、再発防止

に向けた取組を支援します。 

 

（４） いじめや暴力のない学び

の場づくり 

【基本的な考え方】 

○ 「いじめに対する迅速・確

実な対応の推進」にあたって

は、いじめの当事者や周り

の者を含む全員が好ましい

集団生活を取り戻し、いじ

めが早期に解消するよう、

迅速な情報共有や組織的な

対応を進めるとともに、いじ

められた子どもへの支援や

いじめた子どもへの指導、

いじめが起きた集団への働

きかけを行います。 

 

○記述内容の精査 

６４ 基本施策・

施策 

（４３頁） 

（４） いじめや暴力のない学び

の場づくり 

【基本的な考え方】 

○ 「いじめ対策に関する教職

員の資質向上と支援体制の

充実」にあたっては、いじめ

の積極的な認知や、迅速か

つ正確な対応・支援に関し

て、教職員が対応力を高め

（４） いじめや暴力のない学び

の場づくり 

【基本的な考え方】 

○ 「いじめ対策に関する教職

員の資質向上と支援体制の

充実」にあたっては、教職員

が、いじめの積極的な認知

や子どもたち一人ひとりの

状況に応じた対応・支援を

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

ることができるよう、研修を

通じた危機管理の徹底や、

組織的な対応を可能とする

体制整備、専門人材を活用

した支援体制の充実に取り

組みます。 

 

実践できるよう、学校の組織

的な対応の強化、教職員を

対象とする研修の充実、専

門人材を活用した支援体制

の充実に取り組みます。 

 

 

６５ 基本施策・

施策 

（４４頁） 

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「不登校の状況にある児童

生徒への支援」にあたって

は、子どもたちの意思が尊

重され、誰もが安心して学

ぶことができるよう、「魅力

ある学校づくり」に取り組み

ます。また、子どもたちの状

況に応じた適切な支援を進

めるとともに、多様な教育機

会の確保を図り、社会的自

立に向けた支援を推進しま

す。 

 

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「不登校の状況にある児童

生徒への支援」にあたって

は、不登校の状況にある児

童生徒が社会性や自立心を

身につけられるよう、安心し

て学べる「魅力ある学校づく

り」の推進、多様な教育機会

の確保、福祉機関・施設等と

連携した取組や専門人材の

活用など効果的な支援の充

実を図ります。 

 

○記述内容の精査 

６６ 基本施策・

施策 

（４４頁） 

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「外国につながる児童生徒

の自立に向けた力の育成」

にあたっては、外国につなが

る児童生徒が、自己実現を

果たし、社会の一員として自

立するために必要な力を身

につけられるよう、日本語力

や学力など、地域社会で生

きていくための基礎を培う

指導・支援の充実を図るとと

もに、就学の促進や多文化

共生の取組を推進します。 

 

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「外国につながる児童生徒

の自立に向けた力の育成」

にあたっては、外国につなが

る児童生徒が、自己実現を

果たし、社会の一員として自

立するために必要な力を身

につけられるよう、日本語指

導・支援の充実、多文化共

生の取組の推進、不就学の

可能性がある外国人の子ど

もの就学に向けた取組の推

進を図ります。 

 

○記述内容の精査 

６７ 基本施策・

施策 

（４４頁） 

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「防災教育・防災対策の推

進」にあたっては、自分の命

は自分で守るとともに、災害

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「防災教育・防災対策の推

進」にあたっては、子どもた

ちが、自分の命は自分で守

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

時には地域の一員として行

動できる力を育むことがで

きるよう、家庭・地域と連携

した実践的な防災教育を推

進します。（後略） 

 

るとともに、災害時に地域の

一員として行動できる力を

身につけられるよう、家庭・

地域と連携した実践的な防

災教育を推進します。（後

略） 

 

６８ 基本施策・

施策 

（４４頁） 

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「子どもたちの安全・安心

の確保」にあたっては、安全

の確保に向け、主体的に判

断し行動することができる力

を身につけられるよう、安全

に関する教育の充実を図る

とともに、学校・地域・関係

機関の連携・協働の下、地

域社会全体で子どもたちの

安全を守る取組を進めま

す。 

 

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「子どもたちの安全・安心

の確保」にあたっては、子ど

もたちが、主体的に判断し

行動できる力を身につけら

れるよう、学校安全計画に

基づく組織的取組の推進、

家庭・地域・関係機関等との

連携・協働による学校安全

の推進、交通安全など安全

に関する教育を進めるとと

もに、非常時において学び

を継続できるよう取り組みま

す。 

 

○記述内容の精査 

６９ 基本施策・

施策 

（４４頁） 

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「学びのセーフティネットの

構築・学びの継続」にあたっ

ては、さまざまな事情により

学びを必要とする人に対応

するため、多様な学びの場

の確保や支援の充実を図り

ます。また、家庭の経済状況

に関わらず質の高い教育を

受けられるよう、教育費負担

を軽減する取組を進めま

す。 

 

（５） 誰もが安心して学べる教

育の推進 

【基本的な考え方】 

○ 「学びのセーフティネットの

構築・学びの継続」にあたっ

ては、家庭環境等に関わら

ず、子どもたちが意欲的に

学べるようにするとともに、

一人ひとりの状況に応じて

学べる機会や環境を整える

ため、多様な教育的ニーズ

や高等学校中途退学等への

対応を進めるとともに、教育

費負担を軽減する取組を推

進します。 

 

○記述内容の精査 

７０ 基本施策・

施策 

（４５頁） 

（６） 学びを支える教育環境の

整備 

【基本的な考え方】 

○ 「教職員の資質向上・人材

確保とコンプライアンスの推

（６） 学びを支える教育環境

の整備 

【基本的な考え方】 

○ 「教職員の資質向上・人材

確保とコンプライアンスの推

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

進」にあたっては、教職員が

コンプライアンス意識を高く

持ち、主体的な学びを支援

する力や多様な教育課題に

対応できる専門的指導力を

身につけられるよう、効果的

な研修を実施します。また、

教職の魅力発信と教職員の

人材確保に向けた取組を推

進します。 

 

進」にあたっては、教職員が

コンプライアンス意識を高く

持ち、子どもたちの主体的な

学びを支援する力や多様な

教育課題に対応できる専門

的指導力を身につけられる

よう、効果的な研修を実施し

ます。また、教職の魅力発信

と教職員の人材確保に向け

た取組を進めます。 

 

７１ 基本施策・

施策 

（４５頁） 

（６） 学びを支える教育環境の

整備 

【基本的な考え方】 

○ 「学校における働き方改革

の推進」にあたっては、全て

の教職員が安心して本来業

務に集中し、やりがいを持っ

ていきいきと働き続けられる

よう、学校における働き方改

革を一層進めます。また、さ

まざまなハラスメントがなく

協力し合える職場環境づく

りに取り組むとともに、教職

員の安全と健康の増進に向

けた取組を推進します。 

 

（６） 学びを支える教育環境

の整備 

【基本的な考え方】 

○ 「学校における働き方改革

の推進」にあたっては、教職

員が効果的な教育活動を持

続的に行えるよう、時間外

在校等時間削減に向けた取

組、学校・教職員が担う業務

の適正化、専門人材・地域

人材の活用、職場環境の改

善を進めるための取組、教

職員の健康管理・メンタルヘ

ルス対策を推進します。 

 

 

○記述内容の精査 

７２ 基本施策・

施策 

（４５頁） 

（６） 学びを支える教育環境の

整備 

【基本的な考え方】 

○ 「ICT を活用した教育の推

進」にあたっては、急速に進

展するデジタル社会で活躍

できるよう、学校におけるＩＣ

Ｔの活用を一層進めることに

より、効果的な学びにつなげ

ます。また、子どもたちに情

報モラルを含む情報活用能

力の育成を図るとともに、教

職員の ICT 活用指導力の

向上を図ります。 

 

（６） 学びを支える教育環境

の整備 

【基本的な考え方】 

○ 「ICTを活用した教育の推

進」にあたっては、子どもた

ちが急速に進展するデジタ

ル社会で活躍するための情

報活用能力を身につけられ

るよう、学校におけるＩＣＴを

活用した教育、情報モラル

教育など情報活用能力を育

成する取組、教職員の ICT

活用指導力の向上を図る取

組を進めます。 

 

○記述内容の精査 

７３ 基本施策・

施策 

（４５頁） 

 脚注 

情報社会で適正に活動する

ために必要な考え方や態度。 

○記述内容の充実 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

７４ 基本施策・

施策 

（４５頁） 

（６） 学びを支える教育環境の

整備 

【基本的な考え方】 

○ 「地域とともにある学校づ

くり」にあたっては、地域全

体で子どもたちの学びや育

ちを支える体制を整えるた

め、保護者や地域の方々が

学校運営に参画し、学校・家

庭・地域が一体となった教育

活動を進めるとともに、地域

と学校をつなぐコーディネー

ト機能を強化して、地域の特

色や資源を生かした教育の

充実を図ります。 

 

（６） 学びを支える教育環境

の整備 

【基本的な考え方】 

○ 「地域とともにある学校づ

くり」にあたっては、地域全

体で子どもたちの学びや育

ちを支える体制を整えるた

め、保護者や地域住民等が

学校運営に参画し、学校・家

庭・地域が連携・協働する取

組を進めるとともに、地域と

学校をつなぐコーディネート

機能の強化を図ります。 

 

○記述内容の精査 

７５ 基本施策・

施策 

（４６頁） 

（６） 学びを支える教育環境の

整備 

【基本的な考え方】 

○ 「学校の特色化・魅力化」

にあたっては、各学校で目

標に向かって意欲的に学べ

るよう、校種を越えた学校段

階間の円滑な接続を推進し

ます。また、自らの興味・関

心に応じて主体的に学び、

豊かな人間性や社会性が育

まれるよう、それぞれの地域

や学校の特性に応じた高等

学校の特色化・魅力化に取

り組みます。 

 

（６） 学びを支える教育環境

の整備 

【基本的な考え方】 

○ 「学校の特色化・魅力化」

にあたっては、子どもたちが

目標に向かって意欲的に学

べるよう、学校段階間の円

滑な接続を進めます。また、

子どもたちが主体的に学

び、豊かな人間性や社会性

を身につける場となるよう、

地域や学校の特性に応じ

て、高等学校の特色化・魅

力化を推進します。 

 

○記述内容の精査 

７６ 基本施策・

施策 

（４６頁） 

（６） 学びを支える教育環境の

整備 

【基本的な考え方】 

○ 「学校施設の整備」にあた

っては、安心して学校生活を

送ることができるよう、計画

的な老朽化対策や耐震対策

を進めるとともに、防犯対策

など安全管理に取り組みま

す。また、ユニバーサルデザ

イン等の考え方をふまえると

ともに、木造化・木質化など

自然環境を考慮した施設整

備を進め、快適な学習環境

（６） 学びを支える教育環境

の整備 

【基本的な考え方】 

○ 「学校施設の整備」にあた

っては、子どもたちが安心し

て学校生活を送れるよう、

校舎等の老朽化対策・耐震

対策、空調の整備やトイレの

改修など快適な学習環境づ

くり、バリアフリー化、自然環

境を考慮した施設整備、豊

かな学びを支える施設整備

を進めます。  

 

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

づくりを推進します。 

 

７７ 基本施策・

施策 

（４６頁） 

（６） 学びを支える教育環境の

整備 

【基本的な考え方】 

○ 「家庭での学びの応援」に

あたっては、家庭教育は全

ての教育の原点であるとの

認識の下、豊かな情操や人

を思いやる心を持ち、基本

的な生活習慣や学習習慣等

を身につけられるよう、保護

者と子どもの学びを応援す

る取組を進めるとともに、さ

まざまな主体と連携して、子

どもの豊かな育ちを支える

取組の充実を図ります。 

 

（６） 学びを支える教育環境

の整備 

【基本的な考え方】 

○ 「家庭での学びの応援」に

あたっては、家庭教育は全

ての教育の原点であるとの

認識のもと、子どもたちが豊

かな情操や人を思いやる心

を持ち、基本的な生活習慣

等を身につけられるよう、保

護者と子どもの学びを応援

する取組を進めるとともに、

さまざまな主体と連携して、

子どもの豊かな育ちを支え

る取組の充実を図ります。 

 

○記述内容の精査 

７８ 基本施策・

施策 

（４６頁） 

（６） 学びを支える教育環境の

整備 

【基本的な考え方】 

○ 「文化財の保存・活用・継

承」にあたっては、地域の宝

である文化財が保存・活用・

継承されるよう、文化財の調

査と指定、修理・整備、保

存・活用に取り組むととも

に、子どもたちをはじめ多く

の方が文化財について学

び、親しみ、その価値につい

て理解を深める機会を確保

します。 

 

（６） 学びを支える教育環境

の整備 

【基本的な考え方】 

○ 「文化財の保存・活用・継

承」にあたっては、地域の宝

である文化財が保存・活用・

継承されるよう、文化財の調

査と指定、修理・整備、保

存・活用に取り組むととも

に、子どもたちをはじめ多く

の方々が文化財について学

び、親しみ、その価値につい

て理解を深める機会を確保

します。 

 

○記述内容の精査 

 

７９ 基本施策・

施策 

（４７頁） 

２ 施策 

○ ６の「基本施策」を具体的

に展開するため、32 の「施

策」により、取組を進めま

す。 

 

２ 施策 

○ ６つの「基本施策」を具体

的に展開するため、32 の

「施策」により取組を進めま

す。 

 

○記述内容の精査 

８０ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（４９頁） 

現状と課題 

③ 経済先進諸国では、経済

的な豊かさのみならず、精

神的な豊かさや健康までを

含めて幸福や生きがいをと

らえる「ウェルビーイング

現状と課題 

③ 経済先進諸国では、経済

的な豊かさのみならず、精

神的な豊かさや健康までを

含めて幸福や生きがいをと

らえるウェルビーイングの考

〇記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

（Well-being）」の考え方

が重視されてきており、自己

肯定感や幸福感などがその

要素として挙げられていま

す。子どもたちを取り巻く場

や地域、社会がよい状態で

あることを含む概念であるこ

ともふまえ、教育をとおして

ウェルビーイングの向上を図

っていくことが求められま

す。 

 

え方が重視されてきており、

自己肯定感や幸福感などが

その要素として挙げられ、教

育をとおしてウェルビーイン

グの向上を図っていくことが

求められます。 

 

８１ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（５０頁） 

現状と課題 

⑤ 基礎的・基本的な知識・技

能の習得が重要であること

は言うまでもなく、思考力・

判断力・表現力等や学びに

向かう力等こそ、家庭の経

済事情など、子どもを取り巻

く環境を背景とした差が生

まれやすい能力であるとの

指摘もあることに留意する

必要があります。（後略） 

 

現状と課題 

⑤ 子どもたちの可能性を伸

ばしていく上で、基礎的・基

本的な知識・技能の習得が

重要であることは言うまでも

なく、思考力・判断力・表現

力等や学びに向かう力等こ

そ、家庭の経済事情など、子

どもを取り巻く環境を背景と

した差が生まれやすい能力

であるとの指摘もあることに

留意する必要があります。

（後略） 

 

〇記述内容の精査 

８２ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（５０頁） 

 脚注 

主に意欲・意志・情動・社会

性に関わる３つの要素（①自分

の目標をめざして粘り強く取り

組む、②そのためにやり方を調

整し工夫する、③友人と同じ目

標に向けて協力し合う。）から

なります。 

 

○記述内容の充実 

８３ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（５０頁） 

現状と課題 

⑥ （前略）教育活動を通じて、

子どもたちが社会の中で自

分らしく生きることができる

よう支えていくことが求めら

れます。 

 

現状と課題 

⑥ （前略）学校の教育活動を

通じて、子どもたちが社会の

中で自分らしく生きることが

できるよう支えていくことが

求められます。 

 

〇記述内容の精査 

８４ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

主な取組内容 

① 家庭教育支援・幼児教育

の充実 

主な取組内容 

① 家庭教育支援・幼児教育

の充実 

○記述内容の精査 



22 

 

No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

する教育の

推進 

（５０頁） 

○ 地域における多様な主体

と連携し、保護者に対して、

家庭教育に関する学習機会

や必要な情報を提供するこ

とを通じて、子どもたちの豊

かな成長や家庭教育を応援

する取組を進めます。 

 

○ 地域におけるさまざまな主

体と連携し、保護者に対し

て、家庭教育に関する学習

機会や必要な情報を提供す

ることを通じて、子どもたち

の豊かな成長や家庭教育を

応援する取組を進めます。 

 

８５ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（５０頁） 

主な取組内容 

① 家庭教育支援・幼児教育

の充実 

○ 幼児期の子どもたちが、安

定した情緒の下で発達に必

要な体験を重ね、生涯にわ

たる人間形成の基礎を築く

ことができるよう、教職員と

幼児との間に十分な信頼関

係を築き、幼児の主体的な

活動を促しながら、よりよい

教育環境をつくり出します。 

 

主な取組内容 

① 家庭教育支援・幼児教育

の充実 

○ 幼児期の子どもたちが、安

定した情緒のもとで発達に

必要な体験を重ね、生涯に

わたる人格形成の基礎を築

くことができるよう、教職員

と幼児との間に十分な信頼

関係を築き、幼児の主体的

な活動を促しながら、よりよ

い教育環境をつくり出しま

す。 

 

○記述内容の精査 

８６ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（５０頁） 

主な取組内容 

② お互いを認め合い支え合

う学校づくり 

○ 子どもたちが安心して自分

の意見を述べ、なぜそう思っ

たのかを皆で考え、自分の

考えを深めたり、自分に足り

ないことに気づいたりする授

業をとおして、子どもたちが

互いに認め合い・励まし合

い・支え合える人間関係を

創りあげることができるよう

取り組みます。 

 

主な取組内容 

② お互いを認め合い支え合

う学校づくり 

○ 子どもたちが安心して自分

の意見を述べ、なぜそう思っ

たのかを皆で考え、自分の

考えを深めたり、自分に足り

ないことに気づいたりする授

業をとおして、子どもたちが

互いに認め合い・励まし合

い・支え合える人間関係を

創り上げることができるよう

取り組みます。 

 

○記述内容の精査 

 

８７ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（５１頁） 

主な取組内容 

② お互いを認め合い支え合

う学校づくり 

○ 安全・安心な学校づくりに

向けて、教職員の支援の

下、子どもたち自身がいろい

ろな考え方があることを受け

入れ、理解し合える風土を

創り出すことができるよう、

主な取組内容 

② お互いを認め合い支え合

う学校づくり 

○ 安全・安心な学校づくりに

向けて、教職員の支援のも

と、子どもたち自身がさまざ

まな考え方があることを受け

入れ、理解し合える風土を

創り出すことができるよう、

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

学級・ホームルーム経営を

通じて、相手の気持ちに寄り

添ったり、感謝の気持ちを伝

えたりする姿勢を子どもたち

が身につけることができる取

組を進めます。 

 

学級・ホームルーム経営を

通じて、相手の気持ちに寄り

添ったり、感謝の気持ちを伝

えたりする姿勢を子どもたち

が身につけることができる取

組を進めます。 

 

８８ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（５１頁） 

主な取組内容 

③ 多様な子どもの状況に応

じた学びを支える指導・支援

の充実 

○ 身近な地域や世界規模の

課題を設定しその解決に向

け深く考察し行動する探究

活動や、多様な考え方を持

つ仲間との学びや個々の教

科の学びを基礎とし教科横

断的な学びを行うＳＴＥＡＭ

教育、地域の産業や特色を

題材にした地域課題解決型

学習を推進するとともに、取

組の前後に、資質・能力がど

のように変化したかを把握

し、取組の改善につなげま

す。 

 

主な取組内容 

③ 多様な子どもの状況に応

じた学びを支える指導・支援

の充実 

○ 身近な地域や世界規模の

課題を設定しその解決に向

け深く考察し行動する探究

活動や、多様な考え方を持

つ仲間との学びや個々の教

科の学びを基礎として教科

横断的な学びを行うＳＴＥＡ

Ｍ教育、地域の産業や特色

を題材にした地域課題解決

型学習を推進するとともに、

取組の前後に、資質・能力

がどのように変化したかを

把握し、取組の改善につな

げます。 

 

○記述内容の精査 

 

８９ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（５２頁） 

主な取組内容 

③ 多様な子どもの状況に応

じた学びを支える指導・支援

の充実 

○ 家庭の経済状況にかかわ

らず、全ての子どもたちが、

質の高い教育を受け、夢や

希望を持って挑戦したり、多

様な体験や遊びの機会を得

たりすることができるよう、

地域未来塾など家庭や学校

とは異なる居場所での学習

支援等を地域と連携して進

めます。（後略） 

主な取組内容 

③ 多様な子どもの状況に応

じた学びを支える指導・支援

の充実 

○ 家庭の社会経済的背景に

関わらず、全ての子どもたち

が、質の高い教育を受け、

夢や希望を持って挑戦した

り、多様な体験や遊びの機

会を得たりすることができる

よう、地域未来塾など家庭

や学校とは異なる居場所で

の学習支援等を地域と連携

して進めます。（後略） 

 

○記述内容の精査 

〇記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 

９０ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

主な取組内容 

④ 教職員の指導力の向上 

○ 子どもたちが、答えが一つ

ではない道徳的な問題につ

主な取組内容 

④ 教職員の指導力の向上 

○ 人権教育や道徳教育、い

じめを生まない学級づくりに

〇記述内容の充実 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

推進 

（５２頁） 

いて、考え、議論し、自らの

道徳性を育むことができる

よう、道徳教育アドバイザー

の派遣等を通じて、教職員

一人ひとりの指導力向上に

関する取組を推進します。 

 

ついて、教職員の指導力の

向上を図る研修を実施する

など、子どもたちが、自分ら

しく生きていこうとする態度

やよりよく生きるための基盤

となる道徳性を養うことや、

安心して学校生活を送るこ

とに資する取組を進めます。 

 

９１ （1）一人ひと

りの自己肯

定感を涵養

する教育の

推進 

（５２頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

普段の生活の中で、幸せな気

持ちになることがある子どもた

ちの割合 

※１ 「普段の生活の中で、幸

せな気持ちになることはどれ

くらいありますか」という質

問に対して、「よくある」、「と

きどきある」と肯定的な回答

をした公立小中学生の割合

（文部科学省「全国学力・学

習状況調査」） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

普段の生活の中で、幸せな気

持ちになることがある子どもた

ちの割合 

※１ 「普段の生活の中で、幸

せな気持ちになることはどれ

くらいありますか」という質

問に対して、肯定的な回答

をした公立小中学生の割合

（文部科学省「全国学力・学

習状況調査」） 

 

○記述内容の精査 

 

９２ (2)確かな

学力の育成

（５３頁） 

現状と課題 

② 学習評価においては、「子

どもたちにどういった力が身

についたか」という学習の成

果を的確にとらえ、教職員が

指導の改善に生かすととも

に、子どもたちが自らの学習

を振り返って次の学習に向

かうことができるようにする

ことが重要であり、教育課程

や学習・指導方法の改善と

一貫性を持った形で改善を

進める必要があります。 

 

現状と課題 

② 学習評価においては、「子

どもたちにどういった力が身

についたか」という学習の成

果を的確にとらえ、教職員

が指導の改善に生かすとと

もに、子どもたちが自らの学

習を振り返って次の学習に

向かうことができるようにす

ることが重要であり、教育課

程や学習・指導方法の改善

と一貫性を持った形で改善

を行う必要があります。 

 

○記述内容の精査 

９３ (2)確かな

学力の育成

（５４頁） 

脚注 

学習指導要領をふまえ、本

県が重点的に実施している学

力向上策の１つ。（後略） 

 

脚注 

学習指導要領をふまえ、本

県が重点的に実施している学

力向上策の一つ。（後略） 

 

○記述内容の精査 

９４ (2)確かな

学力の育成

（５５頁） 

主な取組内容 

③ 学校・家庭・地域の連携 

○ 小中学生の学習習慣・読

書習慣等の確立に向け、「全

主な取組内容 

③ 学校・家庭・地域の連携 

○ 小中学生の学習習慣・読

書習慣等の確立に向け、「全

〇記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

国学力・学習状況調査」にお

ける児童生徒質問紙調査

や、「みえスタディ・チェック」

の「学習や生活等に関する

質問」から、学習習慣・読書

習慣等の状況を継続的に把

握するとともに、課題の改善

に向け、子どもたちの１人１台

端末からダウンロードできる

チェックシート等の活用を促

進するなど、引き続き、学

校・家庭・地域が一体となっ

た「みえの学力向上県民運

動」の取組を進めます。 

 

国学力・学習状況調査」にお

ける児童生徒質問紙調査

や、「みえスタディ・チェック」

の学習や生活等に関する質

問から、学習習慣・読書習

慣等の状況を継続的に把握

するとともに、課題の改善に

向け、子どもたちの１人１台

端末からダウンロードできる

チェックシート等の活用を促

進するなど、引き続き、学

校・家庭・地域が一体となっ

た「みえの学力向上県民運

動」の取組を進めます。 

 

９５ (3)幼児教

育の推進 

（５７頁） 

めざす姿 

子どもたちが、安定した情緒

の下で自己を十分に発揮し、

遊びや生活の中での体験をと

おして、健康な心と体、自立

心、協同性、道徳性・規範意識

の芽生え、社会と関わる意識、

思考力の芽生え、生命を尊重

する気持ち、数量・文字等への

関心、言葉で伝え合う力、豊か

な感性等を身につけています。 

 

めざす姿 

子どもたちが、安定した情緒

のもとで自己を十分に発揮し、

遊びや生活の中での体験をと

おして、健康な心と体、自立

心、協同性、道徳性・規範意識

の芽生え、社会と関わる意識、

思考力の芽生え、生命を尊重

する気持ち、数量・文字等への

関心、言葉で伝え合う力、豊か

な感性等を身につけています。 

 

○記述内容の精査 

 

９６ (3)幼児教

育の推進 

（５７頁） 

現状と課題 

① 幼児期は、生活や遊びの

中で具体的な体験をとおし

て、生涯にわたる人間形成

の基礎が培われる極めて重

要な時期です。学びの充実

が図られるにあたって、幼稚

園・保育所・認定こども園

（以下「幼稚園等」という。）

といった施設類型や地域・

家庭の環境に関わらず、全

ての子どもたちに格差なく質

の高い学びが保障されるよ

う、全ての幼稚園等における

幼児教育・保育のより一層

の質向上を図る必要があり

ます。 

 

現状と課題 

① 幼児期は、生活や遊びの

中で具体的な体験をとおし

て、生涯にわたる人格形成

の基礎が培われる極めて重

要な時期です。学びの充実

を図るにあたって、幼稚園・

保育所・認定こども園（以下

「幼稚園等」という。）といっ

た施設類型や地域・家庭の

環境に関わらず、全ての子

どもたちに格差なく質の高

い学びが保障されるよう、全

ての幼稚園等における幼児

教育・保育のより一層の質

向上を図る必要がありま

す。 

 

〇記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

９７ (3)幼児教

育の推進 

（５７頁） 

脚注 

一人の校長の下、１つの教職

員組織が置かれ、義務教育９

年間の学校教育目標を設定

し、９年間の系統性を確保した

教育課程を編成・実施する学

校。 

 

脚注 

一人の校長のもと、一つの

教職員組織が置かれ、義務教

育９年間の学校教育目標を設

定し、９年間の系統性を確保し

た教育課程を編成・実施する

学校。 

 

○記述内容の精査 

 

９８ (3)幼児教

育の推進 

（５９頁） 

主な取組内容 

④ 家庭・地域との連携の推進 

○ 幼稚園等において、地域の

人びとと触れ合ったり、地域

の施設等を活用したりする

など、多様な体験機会の充

実を図ります。 

主な取組内容 

④ 家庭・地域との連携の推進 

○ 幼稚園等において、地域

の方々と触れ合ったり、地域

の施設等を活用したりする

など、多様な体験機会の充

実を図ります。 

 

〇記述内容の精査 

９９ (3)幼児教

育の推進 

（５９頁） 

 脚注 

地域全体で子育てを支援す

る基盤の形成を図るため、地

域の子育て家庭に対する育児

支援を目的とする施設。 

 

○記述内容の充実 

１００ (3)幼児教

育の推進 

（５９頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

幼保小接続に関する研修等を

実施した市町の数 

現状値  ２１市町 

（Ｒ４） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

幼保小接続に関する研修等を

実施した市町の数 

現状値  ２３市町 

 

○記述内容の精査 

１０１ (4)人権教

育の推進 

（６２頁） 

主な取組内容 

① 一人ひとりの存在や思い

が大切にされる学校づくり 

○ 教育的に不利な環境の下

にある子どもの支援をはじ

め、障がいのある子どもへ

の合理的配慮の提供、性的

指向・性自認に係る子どもに

対するきめ細かな対応など、

子どもの最善の利益を考慮

し、安心して学べる学校づく

りを進めます。 

 

主な取組内容 

① 一人ひとりの存在や思い

が大切にされる学校づくり 

○ 教育的に不利な環境のも

とにある子どもの支援をは

じめ、障がいのある子どもへ

の合理的配慮の提供、性的

指向・性自認に係る子どもに

対するきめ細かな対応など、

子どもの最善の利益を考慮

し、安心して学べる学校づく

りを進めます。 

 

○記述内容の精査 

１０２ (4)人権教

育の推進 

（６２頁） 

 脚注 

障がい者が他の者との平等

を基礎として全ての人権およ

び基本的自由を享有し、また

○記述内容の充実 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

は行使することを確保するた

めの必要かつ適当な変更およ

び調整であって、特定の場合

において必要とされるもので

あり、かつ、均衡を失したまた

は過度の負担を課さないも

の。 

 

１０３ (4)人権教

育の推進 

（６２頁） 

 脚注 

主な人権問題としては、部

落問題、障がい者、外国人、子

ども、女性の人権に係る問題

のほか、高齢者、患者（ＨＩＶ感

染者・エイズ患者、ハンセン病

元患者、難病患者等）、犯罪被

害者、アイヌの人々、刑を終え

た人・保護観察中の人等の人

権に係る問題、性的指向・性自

認、貧困等、ひきこもりに係る

人権課題、インターネットによ

る人権侵害、災害と人権、北朝

鮮当局による拉致問題等など

があります。 

 

○記述内容の充実 

１０４ (4)人権教

育の推進 

（６２頁） 

主な取組内容 

③ 家庭・地域との連携による

人権教育の推進 

○ 子どもと保護者や地域住

民が共に人権の視点に立っ

た社会的活動等に取り組む

とともに、子どもたちが自他

の人権について意見を表明

する機会を創出し、子どもた

ちをはじめ家庭・地域に人

権尊重の意識を広めます。 

 

主な取組内容 

③ 家庭・地域との連携による

人権教育の推進 

○ 子どもと保護者や地域住

民が共に人権の視点に立っ

た社会的活動等に取り組む

とともに、子どもたちが自他

の人権について意見を表明

する機会を創出し、子どもた

ちをはじめ、家庭・地域に人

権尊重の意識を広めます。 

 

〇記述内容の精査 

１０５ (4)人権教

育の推進 

（６３頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

学校における人権教育を通じ

て、人権を守るための行動をし

たいと感じるようになった子ど

もたちの割合 

現状値  9３.1% 

（Ｒ４） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

学校における人権教育を通じ

て、人権を守るための行動をし

たいと感じるようになった子ど

もたちの割合 

現状値  9４.1% 

 

○記述内容の精査 

１０６ (５ )道徳教 現状と課題 現状と課題 ○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

育の推進 

（６５頁） 

① 答えが１つでない道徳的な

課題を子どもたち一人ひとり

が自分自身の問題としてと

らえ、深め合う、「考え、議論

する道徳」への質的転換を

推進するため、道徳科を要

とした各教育活動での道徳

教育の改善および教職員の

指導力の向上が求められて

います。 

 

① 答えが一つではない道徳

的な課題を子どもたち一人

ひとりが自分自身の問題と

してとらえ、深め合う、「考

え、議論する道徳」への質的

転換を推進するため、道徳

科を要とした各教育活動で

の道徳教育の改善および教

職員の指導力の向上が求め

られています。 

 

１０７ (５ )道徳教

育の推進 

（６５頁） 

現状と課題 

② 自己の生き方を考え、主体

的な判断の下に行動し、自

立した一人の人間として他

者と共によりよく生きるため

の基盤となる道徳性を養う

という道徳教育の目標を達

成するため、道徳教育推進

教師を中心とし、指導に際し

て全教職員が協力し合う指

導体制の充実を図る必要が

あります。 

 

現状と課題 

② 自己の生き方を考え、主体

的な判断のもとに行動し、自

立した一人の人間として他

者と共によりよく生きるため

の基盤となる道徳性を養う

という道徳教育の目標を達

成するため、道徳教育推進

教師を中心とし、指導に際し

て全教職員が協力し合う指

導体制の充実を図る必要が

あります。 

 

○記述内容の精査 

 

１０８ (５ )道徳教

育の推進 

（６５頁） 

主な取組内容 

① 「考え、議論する道徳」への

質的転換 

○ 子どもたちが、答えが１つ

ではない道徳的な問題につ

いて、考え、議論し、自らの

道徳性を育むことができる

よう、道徳教育アドバイザー

の派遣等を通じて、教職員

一人ひとりの指導力向上に

関する取組を推進します。

（再掲） 

 

主な取組内容 

① 「考え、議論する道徳」への

質的転換 

○ 子どもたちが、答えが一つ

ではない道徳的な問題につ

いて、考え、議論し、自らの

道徳性を養うことができるよ

う、道徳教育アドバイザーの

派遣等を通じて、教職員一

人ひとりの指導力向上に関

する取組を推進します。 

 

〇記述内容の精査 

１０９ (５ )道徳教

育の推進 

（６５頁） 

主な取組内容 

① 「考え、議論する道徳」への

質的転換 

○ 子どもたちの発達段階に

応じて、他者とともによりよ

く生きようとする意識や生命

を大切にする心を育むた

め、道徳科を要として、各教

主な取組内容 

① 「考え、議論する道徳」への

質的転換 

○ 子どもたちの発達段階に

応じて、他者と共によりよく

生きようとする意識や生命

を大切にする心を育むた

め、道徳科を要として、各教

〇記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

科等の授業のほか、異学年

との交流、ボランティア活

動、地域での体験的な学習

等の取組を推進します。 

 

科等の授業のほか、異学年

との交流、ボランティア活

動、地域での体験的な学習

等の取組を推進します。 

 

１１０ (５ )道徳教

育の推進 

（６６頁） 

 主な取組内容 

① 「考え、議論する道徳」への

質的転換 

○ 道徳性を養う道徳科授業

の質の向上が図られるよう、

小中学校における道徳教育

推進教師を対象にした研修

会の実施やアドバイザーの

派遣、いじめ防止に資する

「特別の教科 道徳」の教員

用指導補助資料の作成・周

知を行います。 

 

○記述内容の精査 

１１１ (５ )道徳教

育の推進 

（６６頁） 

主な取組内容 

① 「考え、議論する道徳」への

質的転換 

○ 家庭や地域と連携した道

徳教育の充実に向けて、保

護者等への道徳の授業公開

や、地域の人びとも参画で

きる体験活動をとおして道

徳教育の意義について共通

理解を図ります。 

 

主な取組内容 

① 「考え、議論する道徳」への

質的転換 

○ 家庭や地域と連携した道

徳教育の充実に向けて、保

護者等への道徳の授業公開

や、地域の方々も参画でき

る体験活動をとおして道徳

教育の意義について共通理

解を図ります。 

 

〇記述内容の精査 

１１２ (５ )道徳教

育の推進 

（６６頁） 

 脚注 

教育課程（カリキュラム）に

おける教科外活動・学科外活

動の一領域。 

 

○記述内容の充実 

１１３ (５ )道徳教

育の推進 

（６６頁） 

主な取組内容 

② 指導体制の充実 

○ 各学校が定める教育方針

の下、教育活動全体を通じ

た道徳教育が進められるよ

う、道徳教育推進教師を中

心とした推進体制の充実に

取り組みます。 

主な取組内容 

② 指導体制の充実 

○ 各学校が定める教育方針

のもと、教育活動全体を通

じた道徳教育が進められる

よう、道徳教育推進教師を

中心とした推進体制の充実

に取り組みます。 

 

○記述内容の精査 

１１４ (５ )道徳教

育の推進 

主な取組内容 

② 指導体制の充実 

主な取組内容 

② 指導体制の充実 

○記述内容の精査 
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（６６頁） ○ 校長や道徳教育推進教師

等を対象とした研修を実施

し、校長の明確な方針の下、

道徳教育の充実が図られ、

学校全体で道徳教育が進め

られるよう取り組みます。 

 

○ 校長や道徳教育推進教師

等を対象とした研修を実施

し、校長の明確な方針のも

と、道徳教育の充実が図ら

れ、学校全体で道徳教育が

進められるよう取り組みま

す。 

 

１１５ （６）読書活

動・文化芸

術活動の推

進 

（６８頁） 

 

 脚注 

発表者が本を紹介し、どの

本が一番読みたくなったかを

参加者の多数決で選ぶ取組。 

 

○記述内容の充実 

１１６ （６）読書活

動・文化芸

術活動の推

進 

（６９頁） 

主な取組内容 

③ 地域における読書活動の

推進 

○ 各市町が策定した読書活

動推進計画が計画的に進

み、さまざまな機関が読書活

動に関する情報を相互にや

り取りする体制の構築が図

られるよう、図書や設備、運

営方法等について情報提供

や助言等を行い、社会全体

における読書活動の活性化

を図ります。 

主な取組内容 

③ 地域における読書活動の

推進 

○ 各市町が策定した読書活

動推進計画に基づき、さま

ざまな機関が読書活動に関

する情報を相互にやり取り

する体制の構築が図られる

よう、図書や設備、運営方法

等について情報提供や助言

等を行い、社会全体におけ

る読書活動の活性化を図り

ます。 

 

○記述内容の精査 

１１７ （６）読書活

動・文化芸

術活動の推

進 

（６９頁） 

主な取組内容 

④ 文化芸術に触れる機会の

充実 

○ 子どもたちが本県の自然

や文化等について興味を持

って学び、ふるさと三重への

愛着や誇りを育むことがで

きるよう、三重県総合博物

館（ＭｉｅＭｕ）等の社会教育

施設の機能の充実を図りま

す。 

 

主な取組内容 

④ 文化芸術に触れる機会の

充実 

○ 子どもたちが本県の自然

や文化等について興味を持

って学ぶことをとおして、ふ

るさと三重への愛着や誇り

を育むことができるよう、三

重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）

等の社会教育施設の機能の

充実を図ります。 

 

○記述内容の精査 

１１８ (7)健康教

育 ・食育の

推進 

（７１頁） 

現状と課題 

④ （前略）また、地域の自然や

文化、農林水産業等に関す

る理解を深めたり、食への

感謝の気持ちを育んだりす

現状と課題 

④ （前略）また、地域の自然

や文化、農林水産業等に関

する理解を深めたり、食へ

の感謝の気持ちを育んだり

〇記述内容の充実 

○県議会意見（２） 
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るとともに、食文化の継承・

発展につなげていくことがで

きるよう、学校給食等を活用

した食育の推進が求められ

ます。 

するとともに、食文化の継

承・発展等を通じて、持続可

能な食を支えることができる

よう、学校給食等を活用した

食育の推進が求められま

す。 

 

１１９ (7)健康教

育 ・食育の

推進 

（７３頁） 

主な取組内容 

③ 食に関する指導・学校給食

の充実 

〇 子どもたちが、栄養バラン

スのよい食事のとり方、望ま

しい生活習慣の確立、食品

の大切さや品質・安全性に

ついて、正しい知識・情報に

基づいて自ら判断し、実践し

ていく能力を身につけること

ができるよう、栄養教諭を中

核として家庭・地域と連携し

ながら、教育活動全体で食

育に取り組みます。 

主な取組内容 

③ 食に関する指導・学校給食

の充実 

○ 栄養教諭を中核として、家

庭・地域と連携しながら学校

教育活動全体を通じて食育

を推進することで、栄養バラ

ンスのよい食事のとり方や

望ましい生活習慣の確立、

食品の大切さと品質・安全

性について、子どもたちが正

しい知識・情報に基づいて

自ら判断し、実践していく能

力を身につけることができる

よう取り組みます。また、健

全な食生活を送るには、持

続可能な環境が不可欠であ

ることをふまえ、食育の取組

を進めていく中で、食を支え

る環境の持続に資する取組

を推進します。 

 

〇記述内容の充実 

○県議会意見（２） 

１２０ (8)体力の

向上と運動

部活動改革

の推進 

（７５頁） 

現状と課題 

② 「全国体力・運動能力、運

動習慣等調査」の結果で

は、本県の子どもたちの体

力が全国と同様に平成３０

（2018）年度のピーク時より

低下していること、継続的に

全国平均を下回っている種

目があること、１週間の総運

動時間が７時間以上の子ど

もたちの割合が減っている

ことなどの課題があります。

（後略） 

 

現状と課題 

② 「全国体力・運動能力、運

動習慣等調査」の結果で

は、本県の子どもたちの体

力が全国と同様に平成３０

（2018）年度をピークに低

下していること、継続的に全

国平均を下回っている種目

があること、１週間の総運動

時間が７時間以上の子ども

たちの割合が減っていること

などの課題があります。（後

略） 

 

○記述内容の精査 

 

１２１ (8)体力の

向上と運動

現状と課題 

③ 学校における運動部活動

現状と課題 

③ 学校における運動部活動

○記述内容の精査 

○記述内容の充実 



32 

 

No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

部活動改革

の推進 

（７５頁） 

は、仲間とともに励まし合

い、高め合いながら、責任感

や連帯感、自主性など豊か

な人間性や社会性が育まれ

る意義のある活動です。（中

略） 

なお、少子化の進行によ

る生徒数の減少や指導者不

足などのため、従前と同様に

学校単位での運動部活動の

継続が困難な状況が生じて

おり、将来にわたり子どもた

ちがスポーツに継続して親し

むことができるよう、専門性

の高い地域人材を配置して

教職員の負担を軽減するな

ど、持続可能な活動環境を

整備し、中学校における休

日の運動部活動の段階的な

地域連携・地域移行を進め

る必要があります。 

 

は、仲間と共に励まし合い、

高め合いながら、責任感や

連帯感、自主性など豊かな

人間性や社会性が育まれる

意義のある活動です。（中

略） 

また、少子化の進行による

生徒数の減少や指導者不足

などのため、従前と同様に学

校単位での運動部活動の継

続が困難な状況が生じてお

り、将来にわたり子どもたち

がスポーツに継続して親し

むことができるよう、専門性

の高い地域人材を配置して

教職員の負担を軽減するな

ど、持続可能な活動環境を

整備する必要があります。そ

の中でも特に中学校につい

ては、休日の運動部活動の

段階的な地域連携・地域移

行を進めていくことが求めら

れています。 

 

※教育改革推進会

議意見 

１２２ (8)体力の

向上と運動

部活動改革

の推進 

（７６頁） 

主な取組内容 

② 教職員の指導力向上によ

る体育授業の充実 

○ 子どもたちが楽しさや喜び

を味わいながら体を動かし、

運動が好きになり、自ら進ん

で運動する習慣を身につけ

るとともに、発達段階に応じ

た体力や技能が養われるよ

う、ＩＣＴも効果的に活用しつ

つ、体育・保健体育の授業を

工夫・改善する取組を進め

ます。 

 

主な取組内容 

② 教職員の指導力向上によ

る体育授業の充実 

○ 子どもたちが楽しさや喜び

を味わいながら体を動かし、

運動が好きになり、自ら進ん

で運動する習慣を身につけ

るとともに、発達段階に応じ

て体力や技能を養うことが

できるよう、ＩＣＴも効果的に

活用しつつ、体育・保健体育

の授業を工夫・改善する取

組を進めます。 

 

○記述内容の精査 

 

１２３ (8)体力の

向上と運動

部活動改革

の推進 

（７７頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

運動する時間を自ら確保して

いる子どもたちの割合 

現状値 小学生 

39.３％ 

中学生 

7５.９％ 

（R4） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

運動する時間を自ら確保して

いる子どもたちの割合 

現状値 小学生 

37.8％ 

中学生 

72.7％ 

※１ 「学校の体育・保健体育

○記述内容の精査 
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※１ 「学校の体育・保健体育

の授業以外で、運動（体を動

かす遊びを含む）やスポーツ

を合計で１日およそどれくら

いしていますか」という質問

に対して、１週間の総運動時

間が７時間以上と回答した

公立小中学生の割合（スポ

ーツ庁「全国体力・運動能

力、運動習慣等調査」） 

 

の授業以外で、運動（体を

動かす遊びを含む。）やスポ

ーツを合計で１日およそどれ

くらいしていますか」という

質問に対して、１週間の総運

動時間が７時間以上と回答

した公立小中学生の割合

（スポーツ庁「全国体力・運

動能力、運動習慣等調査」） 

 

１２４ (1)キャリア

教育の推進  

（７９頁） 

主な取組内容 

① 学校の教育活動全体をと

おした組織的かつ計画的な

キャリア教育の推進 

○ 社会的・職業的自立に向

けて、育みたい資質・能力を

明確化し、それぞれの発達

段階に応じた課題を達成で

きるよう、各学校が策定する

キャリア教育全体計画に基

づき、体系的なキャリア教育

を進めます。 

 

主な取組内容 

① 学校の教育活動全体をと

おした組織的かつ計画的な

キャリア教育の推進 

○ 社会的・職業的自立に向

けて、育みたい資質・能力を

明確化し、それぞれの発達

段階に応じた目標を達成で

きるよう、各学校が策定する

キャリア教育全体計画に基

づき、体系的なキャリア教育

を進めます。 

 

○記述内容の精査 

1２５ (1)キャリア

教育の推進  

（８０頁） 

主な取組内容 

① 学校の教育活動全体をと

おした組織的かつ計画的な

キャリア教育の推進 

○ 子どもたちが、働くことや

将来の自己実現に係る考え

方の積み重ねと振り返りを

とおして、自己のキャリア形

成に生かしていくことができ

るよう、小中高等学校 12 年

間の活動を記録する「キャリ

ア・パスポート」を活用した

学習を進めます。 

 

主な取組内容 

① 学校の教育活動全体をと

おした組織的かつ計画的な

キャリア教育の推進 

○ 子どもたちが、働くことや

将来の自己実現に係る考え

方の積み重ねと振り返りを

とおして、自己のキャリア形

成に生かしていくことができ

るよう、小中高等学校の 12

年間の活動を記録する「キャ

リア・パスポート」を活用した

学習を進めます。 

 

○記述内容の精査 

 

1２６ (1)キャリア

教育の推進  

（８０頁） 

主な取組内容 

① 学校の教育活動全体をと

おした組織的かつ計画的な

キャリア教育の推進 

○ 全ての子どもたちが学校

での学習と自分の将来との

関係に意義を見い出して意

主な取組内容 

① 学校の教育活動全体をと

おした組織的かつ計画的な

キャリア教育の推進 

○ 全ての子どもたちが学校

での学習と自分の将来との

関係に意義を見いだして意

○記述内容の精査 
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欲を持って学び、可能性を

最大限に発揮できるよう、各

学校において社会で活躍し

ている人を招へいするなど、

子どもたちのキャリア発達を

促す取組を推進します。ま

た、県内外の先進的な事例

等について学ぶことができ

る教職員を対象とした研修

会を開催します。 

 

欲を持って学び、可能性を

最大限に発揮できるよう、各

学校において社会で活躍し

ている人を招へいするなど、

子どもたちのキャリア発達を

促す取組を推進します。ま

た、教職員を対象として、県

内外の先進的な事例等につ

いて学ぶことができる研修

会を開催します。 

 

1２７ (1)キャリア

教育の推進  

（８０頁） 

主な取組内容 

② 全ての子どもたちの進路

実現に向けた支援の充実 

〇 高等学校において、働くこ

とに不安を持つ生徒に対し、

就労支援機関等と連携した

進路相談やソーシャルスキ

ルトレーニングの機会を入

学後の早い段階から充実さ

せるとともに、働き方につい

ての理解を深め、働くことへ

の自信を持つことができる

よう、企業における実習の機

会の充実を図ります。 

 

主な取組内容 

② 全ての子どもたちの進路

実現に向けた支援の充実 

〇 高等学校において、働くこ

とに不安を持つ生徒に対し、

就労支援機関等と連携した

進路相談やソーシャルスキ

ルトレーニングの機会を入

学後の早い段階から充実さ

せるとともに、働き方につい

ての理解を深め、働くことへ

の自信を持つことができる

よう、企業等における実習の

機会の充実を図ります。 

 

○記述内容の精査 

 

1２８ (1)キャリア

教育の推進  

（８０頁） 

 脚注 

社会の中で他者と交わり、

共に生活していくために必要

な能力を身につけるための訓

練。 

 

○記述内容の充実 

1２９ (1)キャリア

教育の推進  

（８０頁） 

主な取組内容 

② 全ての子どもたちの進路

実現に向けた支援の充実 

○ 高等学校において、入学

後の早い段階からのキャリ

ア教育や、生徒一人ひとりの

就職支援に加え、卒業生の

職場定着が図られるよう、企

業の人事部門の担当や労働

行政での業務等の就職に係

る専門的な経験を持つ人材

による恒常的な支援を進め

ます。 

主な取組内容 

② 全ての子どもたちの進路

実現に向けた支援の充実 

○ 高等学校において、入学

後の早い段階からのキャリ

ア教育や、生徒一人ひとりの

就職支援に加え、卒業生の

職場定着が図られるよう、

企業等の人事部門の担当や

労働行政での業務等の就職

に係る専門的な経験を持つ

人材による恒常的な支援を

進めます。 

○記述内容の精査 

 



35 

 

No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

1３０ (1)キャリア

教育の推進  

（８１頁） 

主な取組内容 

③ 地域と連携した体験活動

や校種を越えた学びの充実 

○ 小中学校において、子ども

たちが、地域に根づく企業で

活躍する人から提案された

課題について考えたり調査

したりして、自ら解決方法を

考えるとともに、いきいきと

活動する大人の魅力を感じ

取る学習を進め、その成果

を普及します。また、高校生

が地域の産業や職業を体感

する場として、経済団体や労

働行政機関、地元企業と連

携した企業説明会、職場見

学や就業体験活動の機会の

充実を図ります。 

 

主な取組内容 

③ 地域と連携した体験活動

や校種を越えた学びの充実 

○ 小中学校において、子ども

たちが、地域に根づく企業

等で活躍する人から提案さ

れた課題について考えたり

調査したりして、自ら解決方

法を考えるとともに、いきい

きと活動する大人の魅力を

感じ取る学習を進め、その

成果を普及します。また、高

校生が地域の産業や職業を

体感する場として、経済団

体や労働行政機関、地元企

業等と連携した説明会、職

場見学や就業体験活動の機

会の充実を図ります。 

 

○記述内容の精査 

 

1３１ (1)キャリア

教育の推進  

（８１頁） 

 脚注 

事業所等において、生徒・学

生を対象に実施する短期間の

就業体験。 

 

○記述内容の充実 

1３２ (1)キャリア

教育の推進  

（８１頁） 

 脚注 

農林水産物の生産（１次産

業）だけでなく、加工（２次産

業）や流通・販売（３次産業）を

含めた一体的な取組を進める

こと。 

 

○記述内容の充実 

 

１３３ (1)キャリア

教育の推進  

（８２頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

目標を持って学習や活動に取

り組んでいる子どもたちの割

合 

現状値  小学生 

90.９％（Ｒ４） 

中学生 

9０.５％（Ｒ４） 

高校生 

７１．０％（Ｒ５） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

目標を持って学習や活動に取

り組んでいる子どもたちの割

合 

現状値  小学生 

90.２％ 

中学生 

9２.０％ 

高校生 

７１．０％ 

 

○記述内容の精査 

1３４ (２)グローカ

ル教育の推

進 

現状と課題 

④ （前略）地域が持続的に発

展していくためには、その地

現状と課題 

④ （前略）地域が持続的に発

展していくためには、その地

○記述内容の精査 
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（８３頁） 域への愛着・誇りを持ち、経

済的に自立し、地域の課題

解決に主体的に参加する人

材を育成することが必要と

なっています。（後略） 

 

域への愛着・誇りを持ち、地

域の課題解決に主体的に参

加する人材を育成すること

が必要です。（後略） 

 

1３５ (２)グローカ

ル教育の推

進 

（８３頁） 

主な取組内容 

① グローバル社会で活躍で

きる人材の育成 

○ 海外研修、各種コンテスト

への参加、探究的な活動の

成果報告会への参加等をと

おして、グローバルな視野を

持ちながら、高い目標に向

かって挑戦しようとする意欲

の醸成に取り組みます。 

 

主な取組内容 

① グローバル社会で活躍で

きる人材の育成 

○ 海外研修、各種コンテス

ト、探究的な活動の成果報

告会への参加等をとおして、

グローバルな視野を持ちな

がら、自ら定めた目標に向

かって挑戦しようとする意欲

の醸成に取り組みます。 

 

○記述内容の精査 

1３６ (２)グローカ

ル教育の推

進 

（８５頁） 

主な取組内容 

④ 郷土教育の推進 

○ 子どもたちが、郷土三重へ

の理解を深め、愛着や誇り

を持って語ったり、社会や地

域の成長・発展に貢献しよう

とする思いを育んだりするこ

とができるよう、地域の豊か

な文化や歴史、伝統行事な

どに関する郷土教育を推進

します。 

 

主な取組内容 

④ 郷土教育の推進 

○ 子どもたちが、郷土三重へ

の理解を深め、愛着や誇り

を持って語ったり、社会や地

域の成長・発展に貢献しよう

とする思いや考えを深めた

りすることができるよう、地

域の豊かな文化や歴史、伝

統行事などに関する郷土教

育を推進します。 

 

○記述内容の精査 

1３７ (２)グローカ

ル教育の推

進 

（８５頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

国際的視野や論理的・科学的

思考力、探究心を育む取組に

参加した生徒の数 

現状値  中学生 

８９８人（Ｒ５） 

高校生 

224人（Ｒ４） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

国際的視野や論理的・科学的

思考力、探究心を育む取組に

参加した子どもたちの数 

現状値  中学生 

８９８人 

高校生 

２４５人 

 

○記述内容の精査 

1３８ (3) 新 た な

価値を創り

出す力の育

成 

（８７頁） 

 脚注 

工学の一分野。制御工学を

中心に、センサー技術・機械機

構学などを総合して、ロボット

の設計・製作および運転に関

する研究を行う。ロボット工

学。 

○記述内容の充実 
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1３９ (3) 新 た な

価値を創り

出す力の育

成 

（８７頁） 

 脚注 

データの分析についての学

問分野。主に大量のデータか

ら、何らかの意味のある情報、

法則、関連性などを導き出すこ

と、またはその処理の手法に関

する学問。 

 

○記述内容の充実 

 

1４０ (3) 新 た な

価値を創り

出す力の育

成 

（８８頁） 

 脚注 

１人１台端末と、高速大容量

の通信ネットワークを一体的に

整備することで、誰一人取り残

されることなく、公正に個別最

適化され、資質・能力が一層確

実に育成できる教育ＩＣＴ環境

を実現する計画。 

 

○記述内容の充実 

 

1４１ (3) 新 た な

価値を創り

出す力の育

成 

（８９頁） 

主な取組内容 

② 探究活動、ＳＴＥＡＭ教育

等の推進 

○ 高等学校においては、各学

校の探究的な学習の成果を

集めた発表会「みえ探究フォ

ーラム」や、探究的な学習の

指導方法や評価方法等につ

いて実践研究に取り組む

「探究コンソーシアム」を開

催することで、本県における

課題研究の質の向上をめざ

します。 

 

主な取組内容 

② 探究活動、ＳＴＥＡＭ教育

等の推進 

○ 高等学校においては、各

学校の探究的な学習の成果

を集めた発表会「みえ探究

フォーラム」や、探究的な学

習の指導方法や評価方法等

について実践研究に取り組

む「探究コンソーシアム」を

開催することで、本県におけ

る課題研究の質の向上を図

ります。 

 

○記述内容の精査 

1４２ (3) 新 た な

価値を創り

出す力の育

成 

（８９頁） 

 

 脚注 

学習データをもとに自動で

文章や画像等を生成できる

AI。 

 

○記述内容の充実 

 

１４３ (3) 新 た な

価値を創り

出す力の育

成 

（９０頁） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

実社会での問題発見・解決に

生かしていくための教科横断

的な学習活動を行った高等学

校の数 

現状値  ３２校 

（Ｒ４） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

実社会での問題発見・解決に

生かしていくための教科横断

的な学習活動を行った高等学

校の数 

現状値  ３８校 

 

○記述内容の精査 
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1４４ （４）主体的

に社会を形

成する力の

育成 

（９１頁） 

 脚注 

持 続 可 能 な 開 発 目 標

（Sustainable 

 Development Goals）。

平成 27（2015）年 9 月の国

連サミットで採択された 2030

アジェンダにおける2030年ま

でに達成すべき国際社会全体

の開発目標。 

 

○記述内容の充実 

 

1４５ （４）主体的

に社会を形

成する力の

育成 

（９２頁） 

主な取組内容 

① 主権者教育の推進 

○ 関係する諸機関や地域の

人材を積極的に活用し、選

挙管理委員会等と連携して

模擬選挙等を実施したり、

議会等と連携して地域の課

題について話し合ったり、税

務署等と連携して租税や財

政について学ぶなど、主権

者としての意識を高める取

組を推進します。 

 

主な取組内容 

① 主権者教育の推進 

○ 関係する諸機関や地域の

人材を積極的に活用し、議

会等と連携して地域の課題

について話し合ったり、税務

署等と連携して租税や財政

について学んだりする取組

や、選挙管理委員会等と連

携した模擬選挙など、主権

者としての意識を高める取

組を推進します。 

 

○記述内容の精査 

1４６ （４）主体的

に社会を形

成する力の

育成 

（９２頁） 

 脚注 

消費者それぞれが、各自に

とっての社会的課題の解決を

考慮したり、そうした課題に取

り組む事業者を応援したりしな

がら、消費活動を行うこと。 

 

○記述内容の充実 

 

1４７ （４）主体的

に社会を形

成する力の

育成 

（９２頁） 

主な取組内容 

② 消費者教育の推進 

〇 18 歳から一人で有効な契

約をすることができるように

なる一方、保護者の同意を

得ずに締結した契約を取り

消すことができる年齢が 18

歳未満までとなることから、

自主的かつ合理的に社会の

一員として行動する自立し

た消費者の育成のため、ま

た、金融に関する知識と判

断力（金融リテラシー）を身

につけることや、消費者被害

の防止・救済のため、消費者

主な取組内容 

② 消費者教育の推進 

〇 18 歳から一人で有効な契

約を締結することができるよ

うになる一方、保護者の同

意を得ずに締結した契約を

取り消すことができる年齢

が 18 歳未満までとなること

から、金融に関する知識と

判断力（金融リテラシー）を

身につけるなど、自主的か

つ合理的に社会の一員とし

て行動する自立した消費者

を育成するとともに、消費者

被害の防止・救済を図るた

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

教育のさらなる充実を図り

ます。 

め、消費者教育のさらなる

充実に向けて取り組みます。 

 

1４８ （４）主体的

に社会を形

成する力の

育成 

（９２頁） 

主な取組内容 

③ 持続可能な開発のための

教育（ESD）の推進 

○ 持続可能な開発のための

目標（SDGs）の実現に貢献

する ESD（Education for 

Sustainable 

Development ）を推進し

ます。現代社会における地

球規模の諸課題を自らに関

わる問題として主体的にとら

え、その解決に向けて自分

で考え、行動する力を身に

つけるとともに、新たな価値

観や行動等の変容を生み出

します。 

 

主な取組内容 

③ 持続可能な開発のための

教育（ESD）の推進 

○ SDGs の実現に貢献する

ESD （ Education for 

Sustainable 

Development ）を推進し

ます。現代社会における地

球規模の諸課題を自らに関

わる問題として主体的にとら

え、その解決に向けて自分

で考え、行動する力を育む

とともに、新たな価値観や行

動等の変容を生み出しま

す。 

 

○記述内容の精査 

1４９ （４）主体的

に社会を形

成する力の

育成 

（９３頁） 

主な取組内容 

③ 持続可能な開発のための

教育（ESD）の推進 

○ （前略）また、持続可能な社

会づくりへの意欲等を高め

るため、体験活動等をとおし

て、地域の自然や歴史・文

化・産業などの学びを深めま

す。 

 

主な取組内容 

③ 持続可能な開発のための

教育（ESD）の推進 

○ （前略）また、持続可能な

社会づくりへの意欲等を高

めるため、体験活動等をと

おして、地域の自然や歴史、

文化、産業などの学びを深

めます。 

 

○記述内容の精査 

１５０ （４）主体的

に社会を形

成する力の

育成 

（９３頁） 

主な取組内容 

③ 持続可能な開発のための

教育（ESD）の推進 

○ 高等学校においては、地域

や大学・企業との連携も取り

入れ、持続可能な社会の創

り手を育むため、STEAM

教育や教科横断的な課題解

決型の学びを推進します。 

 

主な取組内容 

③ 持続可能な開発のための

教育（ESD）の推進 

○ 高等学校においては、地

域や大学・企業等との連携

も取り入れ、持続可能な社

会の創り手を育むため、

STEAM 教育や教科横断

的な課題解決型の学びを推

進します。 

 

○記述内容の精査 

1５１ (1)一人ひと

りに応じた

切れ目のな

い教育の推

 脚注 

教室環境の工夫、板書等の

ルールの明確化・共通化、視覚

的な支援、生徒への質問や教

○記述内容の充実 
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進 

（９６頁） 

職員からの説明の工夫等、誰

にでもわかりやすく､安心して

参加できる教育環境を意識し

た授業や指導方法のこと。 

 

１５２ (1)一人ひと

りに応じた

切れ目のな

い教育の推

進 

（９６頁） 

主な取組内容 

① 一人ひとりに応じた指導・

支援の充実 

○ 特別な支援を必要とする

子どもたちが、小中学校や

高等学校の通常の学級で学

べるよう、通級による指導を

担当する教員を対象として

年間を通じた研修を実施す

るなど、専門性の向上に取り

組みます。（後略） 

 

主な取組内容 

① 一人ひとりに応じた指導・

支援の充実 

○ 特別な支援を必要とする

子どもたちが、小中学校・高

等学校の通常の学級で学べ

るよう、通級による指導を担

当する教員を対象として年

間を通じた研修を実施する

など、専門性の向上に取り

組みます。（後略） 

 

○記述内容の精査 

1５３ (1)一人ひと

りに応じた

切れ目のな

い教育の推

進 

（９６頁） 

主な取組内容 

① 一人ひとりに応じた指導・

支援の充実 

○ 高等学校では、特別な支

援を必要とする生徒につい

て中学校からの支援情報を

確実に引き継ぐとともに、発

達障がい支援員などの助言

を受けながら、個別のニー

ズに応じた支援を行います。

また、通級による指導を実施

する高等学校の拡充に向け

た取組を進めます。 

 

主な取組内容 

① 一人ひとりに応じた指導・

支援の充実 

○ 高等学校では、特別な支

援を必要とする生徒につい

て中学校からの支援情報を

確実に引き継ぐとともに、発

達障がい支援員などからの

助言を受けながら、個別の

ニーズに応じた支援を行い

ます。また、通級による指導

を実施する高等学校の拡充

に向けた取組を進めます。 

 

○記述内容の精査 

1５４ (1)一人ひと

りに応じた

切れ目のな

い教育の推

進 

（９６頁） 

脚注 

 県内の高等学校における特

別支援教育の推進のため、校

内研修会の講師、実態把握お

よび心理検査の実施と指導に

関する助言、本人および保護

者との面談、「個別の教育支援

計画」、「個別の指導計画」の

作成支援などを行う専門的な

知識や経験を持った職員。 

 

脚注 

 県内の高等学校における特

別支援教育の推進のため、校

内研修会の講師、実態把握お

よび心理検査の実施と指導に

関する助言、本人および保護

者との面談、「個別の教育支援

計画」・「個別の指導計画」の作

成支援などを行う専門的な知

識や経験を持った職員。 

 

○記述内容の精査 

1５５ (1)一人ひと

りに応じた

切れ目のな

脚注 

 （前略）学校と保護者が支援

情報を共有するとともに、進路

脚注 

 （前略）学校と保護者が支援

情報を共有するとともに、進路

○記述内容の精査 
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い教育の推

進 

（９６頁） 

先等と支援情報を共有するこ

とで円滑かつ確実な引継ぎに

活用する。 

 

先等と支援情報を共有するこ

とで円滑かつ確実な引継ぎに

活用します。 

 

1５６ (1)一人ひと

りに応じた

切れ目のな

い教育の推

進 

（９７頁） 

 

脚注 

子ども心身発達医療センタ

ーで開発された、子どもの育ち

を見極め、適切な支援を行う

ためのツール。 

 

脚注 

三重県立子ども心身発達医

療センターで開発された、子ど

もの育ちを見極め、適切な支

援を行うためのツール。 

 

○記述内容の精査 

１５７ (1)一人ひと

りに応じた

切れ目のな

い教育の推

進 

（９７頁） 

 

 脚注 

学校や在宅等の日常生活で

必要なたんの吸引・経管栄養・

気管切開部の衛生管理等の医

療行為のこと。 

 

○記述内容の充実 

1５８ (2)特別支

援学校にお

ける自立と

社会参画に

向けた教育

の推進 

（９９頁） 

 

現状と課題 

④ （前略）また、特別支援学

校に在籍する子どもたちの

数の増加による施設の狭隘

化や、老朽化に対応する必

要があります。 

 

現状と課題 

④ （前略）また、特別支援学

校に在籍する子どもの数の

増加による施設の狭隘化

や、老朽化に対応する必要

があります。 

 

○記述内容の精査 

1５９ (2)特別支

援学校にお

ける自立と

社会参画に

向けた教育

の推進 

（９９頁） 

 

主な取組内容 

① 計画的・組織的なキャリア

教育の推進 

○ 一人ひとりのニーズに応じ

たきめ細かな指導を一層充

実させるため、授業改善に

向けた授業研究など、指導

力の向上を図るとともに、子

どもたちを支えるツールとし

てＩＣＴを活用するなど、子ど

もたちの自立と社会参画に

つなげる取組を進めます。 

 

主な取組内容 

① 計画的・組織的なキャリア

教育の推進 

○ 特別支援学校において、

一人ひとりのニーズに応じ

たきめ細かな指導を一層充

実させるため、授業改善に

向けた授業研究など、指導

力の向上を図るとともに、子

どもたちを支えるツールとし

てＩＣＴを活用するなど、子ど

もたちの自立と社会参画に

つなげる取組を進めます。 

 

○記述内容の精査 

1６０ (2)特別支

援学校にお

ける自立と

社会参画に

向けた教育

 脚注 

農林水産業に障がい者が就

労することで、農林水産業分

野と福祉分野の両方の課題を

解決する取組。 

○記述内容の充実 
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の推進 

（１００頁） 

 

1６１ (2)特別支

援学校にお

ける自立と

社会参画に

向けた教育

の推進 

（１００頁） 

 

主な取組内容 

② 安全・安心・健康な生活を

送るための取組 

 

主な取組内容 

② 安全・安心に健康な生活を

送るための取組 

 

○記述内容の精査 

1６２ (2)特別支

援学校にお

ける自立と

社会参画に

向けた教育

の推進 

（１００頁） 

 

主な取組内容 

③ 交流活動等を通じた特別

支援教育の理解啓発 

○ 特別な支援を必要とする

子どもたちが、地域社会で

自分らしく生活していけるよ

う、地域の人たちを招いた特

別支援学校の見学会の実施

や、特別支援学校に在籍す

る子どもたちによる文化芸

術活動・地域行事への参加

などをとおして、周りの子ど

もたちや保護者、地域への

特別支援教育に係る理解啓

発を図ります。 

 

主な取組内容 

③ 交流活動等を通じた特別

支援教育の理解啓発 

○ 特別な支援を必要とする

子どもたちが、地域社会で

自分らしく生活していけるよ

う、地域の方々を招いた特

別支援学校の見学会の実施

や、特別支援学校に在籍す

る子どもたちの文化芸術活

動・地域行事への参加など

をとおして、周りの子どもた

ちや保護者、地域への特別

支援教育に係る理解啓発を

図ります。 

 

○記述内容の精査 

1６３ (2)特別支

援学校にお

ける自立と

社会参画に

向けた教育

の推進 

（１０１頁） 

 

主な取組内容 

④ 特別支援学校における学

習環境づくり 

○ 特別な支援を必要とする

子どもたちが安全に通学で

きるよう、スクールバスの配

備と更新を計画的に進め、

在籍する子どもたちの数の

増加や車両の老朽化への対

応に取り組みます。 

 

主な取組内容 

④ 特別支援学校における学

習環境づくり 

○ 特別な支援を必要とする

子どもたちが安全に通学で

きるよう、スクールバスの配

備と更新を計画的に進め、

在籍する子どもの数の増加

や車両の老朽化への対応に

取り組みます。 

 

○記述内容の精査 

1６４ (2)特別支

援学校にお

ける自立と

社会参画に

向けた教育

の推進 

（１０１頁） 

主な取組内容 

④ 特別支援学校における学

習環境づくり 

〇 （前略）また、西日野にじ学

園など在籍する子どもの数

が増加している学校につい

ては、既存施設を有効に活

主な取組内容 

④ 特別支援学校における学

習環境づくり 

〇 （前略）また、西日野にじ学

園など在籍する子どもの数

が増加している学校につい

ては、既存施設の有効活用

〇記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 
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用するとともに、狭隘化への

対応について検討します。 

 

を図るなど、狭隘化への対

応を進めます。 

 

1６５ (2)特別支

援学校にお

ける自立と

社会参画に

向けた教育

の推進 

（１０１頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

特別支援学校高等部の一般

企業就職希望者の就職率 

※1 一般企業への就職を希

望している県立特別支援学

校高等部の生徒の就職率

（就労継続支援Ａ型事業所

を除く）（三重県教育委員会

調べ） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

特別支援学校高等部の一般

企業就職希望者の就職率 

※1 一般企業への就職を希

望している県立特別支援学

校高等部の生徒の就職率

（就労継続支援Ａ型事業所

を除く。）（三重県教育委員

会調べ） 

 

〇記述内容の精査 

 

1６６ （1）いじめや

暴力をなく

す取組の推

進 

（１０３頁） 

現状と課題 

② 全ての子どもたちが、自ら

の存在を実感しながら、より

よい人間関係を形成し、有

意義で安心した学校生活を

送るためには、子どもたち自

身が、いじめの防止や解決

に向けて、自らできることを

主体的に考え行動する力を

育むことが必要です。 

 

現状と課題 

② 全ての子どもたちが、自ら

の存在を実感しながら、より

よい人間関係を形成し、有

意義で安心した学校生活を

送るためには、子どもたち自

身がいじめの防止や解決に

向けて自らできることを主体

的に考え行動する力を育む

ことが必要です。 

 

○記述内容の精査 

 

1６７ （1）いじめや

暴力をなく

す取組の推

進 

（１０４頁） 

主な取組内容 

① 子どもたちが主体となった

取組の推進 

○ 安全・安心な学校づくりに

向けて、教職員の支援の

下、子どもたち自身がいろい

ろな考え方があることを受け

入れ、理解し合える風土を

創り出すことができるよう、

学級・ホームルーム経営を

通じて、相手の気持ちに寄り

添ったり、感謝の気持ちを伝

えたりする姿勢を子どもたち

が身につけることができる取

組を進めます。（再掲） 

 

主な取組内容 

① 子どもたちが主体となった

取組の推進 

○ 安全・安心な学校づくりに

向けて、教職員の支援のも

と、子どもたち自身がさまざ

まな考え方があることを受け

入れ、理解し合える風土を

創り出すことができるよう、

学級・ホームルーム経営を

通じて、相手の気持ちに寄り

添ったり、感謝の気持ちを伝

えたりする姿勢を子どもたち

が身につけることができる取

組を進めます。（再掲） 

 

○記述内容の精査 

1６８ （1）いじめや

暴力をなく

す取組の推

進 

（１０４頁） 

主な取組内容 

② 教育活動全体を通じた取

組の推進 

〇 道徳性を育成する道徳科

授業の質の向上が図られる

主な取組内容 

② 学校教育活動全体を通じ

た取組の推進 

〇 道徳性を養う道徳科授業

の質の向上が図られるよう、

〇記述内容の精査 
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よう、小中学校における道徳

教育推進教師を対象にした

研修会の実施やアドバイザ

ーの派遣、いじめ防止に資

する「特別の教科 道徳」の

教員用指導補助資料を作成

します。 

 

小中学校における道徳教育

推進教師を対象にした研修

会の実施やアドバイザーの

派遣、いじめ防止に資する

「特別の教科 道徳」の教員

用指導補助資料の作成・周

知を行います。（再掲） 

 

1６９ （1）いじめや

暴力をなく

す取組の推

進 

（１０５頁） 

主な取組内容 

④ 社会総がかりでの取組の

推進 

○ 子どもたちが安心して過ご

すことができる環境をつくる

ため、県内の事業者・団体等

をいじめ防止応援サポータ

ーとして登録し、サポーター

との連携の下、各地域でい

じめ防止等の取組を推進し

ます。 

 

主な取組内容 

④ 社会総がかりでの取組の

推進 

○ 子どもたちが安心して過ご

すことができる環境をつくる

ため、県内の事業者・団体

等をいじめ防止応援サポー

ターとして登録し、サポータ

ーとの連携のもと、各地域で

いじめ防止等の取組を推進

します。 

 

○記述内容の精査 

1７０ （1）いじめや

暴力をなく

す取組の推

進 

（１０５頁） 

 

 脚注 

インターネットの入口または

玄関口に相当するＷｅｂサイ

ト。 

○記述内容の充実 

1７１ （1）いじめや

暴力をなく

す取組の推

進 

（１０５頁） 

 

 脚注 

自分の中に生じた怒りの対

処法を段階的に学ぶ方法。 

○記述内容の充実 

1７２ （1）いじめや

暴力をなく

す取組の推

進 

（１０６頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

いじめをなくそうと行動する子

どもたちの割合 

現状値  ８８．２％ 

（Ｒ４） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

いじめをなくそうと行動する子

どもたちの割合 

現状値  ８８．５％ 

 

○記述内容の精査 
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１７３ （２ ）いじめ

の認知と学

校内外の教

育相談体制

の充実 

（１０７頁） 

現状と課題 

① いじめはどの子どもにも、

どの学校でも起こりうるもの

との認識に立ち、「いじめ防

止対策推進法」に基づき、い

じめの正確かつ積極的な認

知と、早期発見・早期対応が

必要です。 

 

現状と課題 

① いじめはどの子どもにも、

どの学校でも起こり得るも

のとの認識に立ち、「いじめ

防止対策推進法」に基づき、

いじめの正確かつ積極的な

認知と、早期発見・早期対応

が必要です。 

 

〇記述内容の精査 

1７４ （２ ）いじめ

の認知と学

校内外の教

育相談体制

の充実 

（１０７頁） 

 

脚注 

（前略）主に、子どもの立場

から、問題解決ができる環境

づくりを推進することを旨とし

ます。 

 

脚注 

（前略）主に、子どもの立場

から、問題解決ができる環境

づくりを推進します。 

 

〇記述内容の精査 

1７５ （２ ）いじめ

の認知と学

校内外の教

育相談体制

の充実 

（１０８頁） 

 

 脚注 

インターネット上にあるＷｅｂ

サイトを巡回し、犯罪などの有

害な情報を見つけ出すこと。 

○記述内容の充実 

1７６ （２ ）いじめ

の認知と学

校内外の教

育相談体制

の充実 

（１０９頁） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

いじめや暴力の心配がなく、学

校生活に安心を感じている子

どもたちの割合 

現状値 小学生 

９６．０% 

中学生 

９８．０% 

高校生 

９４．０% 

（Ｒ４） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

いじめや暴力の心配がなく、

学校生活に安心を感じている

子どもたちの割合 

現状値 小学生 

９５．９% 

中学生 

９７．７% 

高校生 

９２．３% 

 

○記述内容の精査 

１７７ （3 ）いじめ

に対する迅

速 ・確実な

対応の推進 

（１１１頁） 

現状と課題 

② 学校がいじめを発見した

り、情報を得たりした場合

は、いじめられた子どもを徹

底して守り通すという姿勢を

示すとともに、教育的配慮の

下、いじめた子どもには毅然

とした態度で指導することが

必要です。（後略） 

 

現状と課題 

② 学校がいじめを発見した

り、情報を得たりした場合

は、いじめられた子どもを徹

底して守り通すという姿勢

を示すとともに、教育的配慮

のもと、いじめた子どもには

毅然とした態度で指導する

ことが必要です。（後略） 

 

○記述内容の精査 
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1７８ （3 ）いじめ

に対する迅

速 ・確実な

対応の推進 

（１１２頁） 

主な取組内容 

① 組織的かつ迅速な対応の

推進 

○ （前略）また、いじめられた

子どもや保護者から、いじ

めにより重大な被害が生じ

たという申立てがあった時

は、その時点で学校が「いじ

めの結果ではない」、「重大

事態ではない」と考えたとし

ても、重大事態が発生した

ものとして報告・調査等にあ

たります。 

 

主な取組内容 

① 組織的かつ迅速な対応の

推進 

○ （前略）また、いじめられた

子どもや保護者から、いじ

めにより重大な被害が生じ

たという申立てがあった場

合は、その時点で学校が「い

じめの結果ではない」、「重

大事態ではない」と考えたと

しても、重大事態が発生した

ものとして報告・調査等にあ

たります。 

 

○記述内容の精査 

 

1７９ （3 ）いじめ

に対する迅

速 ・確実な

対応の推進 

（１１３頁） 

主な取組内容 

③ いじめた子どもへの指導

やその保護者への助言 

○ いじめた子どもに指導を

行う際は、いじめは人格を

傷つけ、生命、身体または財

産を脅かす行為であること

を理解させ、自らの行為の

責任を自覚させるとともに、

いじめた子どもが抱える問

題や背景にも目を向け、安

全・安心、健全な人格の発

達に配慮します。 

 

主な取組内容 

③ いじめた子どもへの指導

やその保護者への助言 

○ いじめた子どもに指導を

行う際は、いじめは人格を

傷つけ、生命、身体または財

産を脅かす行為であること

を理解させ、自らの行為の

責任を自覚させるとともに、

いじめた子どもが抱える問

題や背景にも目を向け、安

全・安心、健全な人格の発

達に配慮しながら適切な支

援を行います。 

 

〇記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 

1８０ （３ ）いじめ

に対する迅

速 ・確実な

対応の推進 

（１１３頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

スクールカウンセラー、相談

員、養護教諭を積極的に活用

して教育相談体制の充実を図

った学校の割合 

※２ 学校におけるいじめの問

題に対する日常の取組とし

て、「スクールカウンセラー、

相談員、養護教諭を積極的

に活用して教育相談体制の

充実を図った」公立小中学

校および県立学校の割合

（三重県教育委員会調べ） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

スクールカウンセラー、相談

員、養護教諭を積極的に活用

して教育相談体制の充実を図

った学校の割合 

※２ 学校におけるいじめの問

題に対する日常の取組につ

いて、「スクールカウンセラ

ー、相談員、養護教諭を積

極的に活用して教育相談体

制の充実を図った」と回答し

た公立小中学校および県立

学校の割合（三重県教育委

員会調べ） 

 

〇記述内容の精査 

1８１ （４ ）いじめ 現状と課題 現状と課題 ○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

対策に関す

る教職員の

資質向上と

支援体制の

充実 

（１１５頁） 

① 教職員は、子どもの発する

ＳＯＳのサインを見逃すこと

なく的確にとらえ、情報共有

の下、組織的にいじめを認

知し、「いじめの防止等のた

めの基本的な方針」や「三重

県いじめ防止基本方針」等

をふまえ、組織的な対応を

強化することが必要です。 

 

① 教職員は、子どもの発する

ＳＯＳのサインを見逃すこと

なく的確にとらえ、情報共有

のもと、組織的にいじめを認

知し、「いじめの防止等のた

めの基本的な方針」や「三重

県いじめ防止基本方針」等

をふまえ、組織的な対応を

強化することが必要です。 

 

１８２ （４ ）いじめ

対策に関す

る教職員の

資質向上と

支援体制の

充実 

（１１５頁） 

現状と課題 

② いじめはどの子どもにも、

どの学校にも起こりうる問題

であり、さらにどの子どもも

被害者にも、加害者にもなり

うる問題であるとの認識に

立ち、職員会議や研修会等

を通じて、いじめの防止や

早期発見、いじめの発生時

への迅速な対応などを徹底

することが必要です。 

 

現状と課題 

② いじめはどの子どもにも、

どの学校にも起こり得る問

題であり、さらにどの子ども

も被害者にも、加害者にも

なり得る問題であるとの認

識に立ち、職員会議や研修

会等を通じて、いじめの防

止や早期発見、いじめの発

生時への迅速な対応などを

徹底することが必要です。 

 

○記述内容の精査 

1８３ （４ ）いじめ

対策に関す

る教職員の

資質向上と

支援体制の

充実 

（１１５頁） 

主な取組内容 

① いじめに対する組織的な

対応の強化 

○  （前略）いじめ対策担当

は、いじめに関する情報の

集約、校長や関係教職員へ

の情報共有を行い、校内い

じめ防止委員会で具体的な

対応について検討するなど、

学校におけるいじめ対応の

中核となり、いじめの解消に

向かって進められるような

体制づくりを進めます。 

 

主な取組内容 

① いじめに対する組織的な

対応の強化 

○  （前略）いじめ対策担当

は、学校におけるいじめ対

応の中核となり、いじめに関

する情報の集約や校長・関

係教職員への情報共有、校

内いじめ防止委員会におけ

る具体的な対応についての

検討などを行います。 

 

○記述内容の精査 

1８４ （４ ）いじめ

対策に関す

る教職員の

資質向上と

支援体制の

充実 

（１１６頁） 

主な取組内容 

③ 専門人材を活用した支援

体制の充実 

○ 教職員が、いじめ問題に

関わる子どもたちと適切に

向き合い、いじめに関わった

子どもたちへの支援体制を

充実させるために、心理や

福祉、法律などの専門人材

主な取組内容 

③ 専門人材を活用した支援

体制の充実 

○ 教職員がいじめ問題に関

わる子どもたちと向き合い、

いじめに関わった子どもた

ちを適切に支援することが

できるよう、心理や福祉、法

律などの専門人材の積極的

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

を積極的に活用して、より効

果的な支援につなげていき

ます。 

 

な活用を推進します。 

 

1８５ （４ ）いじめ

対策に関す

る教職員の

資質向上と

支援体制の

充実 

（１１６頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

いじめの問題について、教職

員間で共通理解を図ったり、

校内研修会を実施したりした

学校の割合 

※ 学校におけるいじめの問

題に対する日常の取組とし

て、「職員会議等を通じて、

いじめの問題について教職

員間で共通理解を図った」

または「いじめの問題に関す

る校内研修会を実施した」

公立小中学校および県立学

校の割合（三重県教育委員

会調べ） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

いじめの問題について、教職

員間で共通理解を図ったり、

校内研修会を実施したりした

学校の割合 

※ 学校におけるいじめの問

題に対する日常の取組につ

いて、「職員会議等を通じ

て、いじめの問題について

教職員間で共通理解を図っ

た」または「いじめの問題に

関する校内研修会を実施し

た」と回答した公立小中学校

および県立学校の割合（三

重県教育委員会調べ） 

 

○記述内容の精査 

1８６ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１７頁） 

めざす姿 

不登校の子どもたちの意思

が尊重され、個々の状況に応

じた支援が適切に進み、誰も

が安心して学べる環境が整え

られることによって、子どもたち

一人ひとりが社会性や自立心

を身につけています。 

 

めざす姿 

不登校の状況にある児童生

徒の意思が尊重され、個々の

状況に応じた支援が適切に進

み、誰もが安心して学べる環

境が整えられることによって、

子どもたち一人ひとりが社会

性や自立心を身につけていま

す。 

 

○記述内容の精査 

１８７ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１７頁） 

現状と課題 

① 全ての子どもたちが豊かな

学校生活を送り、安心して

教育を受けることができるよ

う、安心感や充実感を得ら

れる「魅力ある学校」づくり

を進める必要があります。 

 

現状と課題 

① 全ての子どもたちが豊かな

学校生活を送り、安心して

教育を受けることができるよ

う、安心感や充実感を得ら

れる「魅力ある学校づくり」

を進める必要があります。 

○記述内容の精査 

1８８ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１７頁） 

現状と課題 

③ 不登校はどの子どもにも

起こりうるものという認識の

下、休養の必要性を考慮し

ながら、不登校児童生徒の

意思を尊重し、個々の状況

に応じた適切な支援を推進

現状と課題 

③ 不登校はどの子どもにも

起こり得るものという認識の

もと、休養の必要性を考慮

しながら、不登校児童生徒

の意思を尊重し、個々の状

況に応じた適切な支援を推

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

するとともに、保護者が適切

な情報や支援を得られるよ

うにする必要があります。 

 

進するとともに、保護者が適

切な情報や支援を得られる

ようにする必要があります。 

 

1８９ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１７頁） 

現状と課題 

④ （前略）また、不登校児童

生徒に寄り添い、共感的理

解と受容に基づく支援を行

えるよう教職員の資質向上

を図る必要があります。 

現状と課題 

④ （前略）また、不登校児童

生徒に寄り添い、共感的理

解と受容に基づく支援を行

えるよう、教職員の資質向

上を図る必要があります。 

 

○記述内容の精査 

1９０ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１８頁） 

主な取組内容 

① 魅力ある学校づくりの推進 

○ 学校の教育相談体制の充

実に取り組み、子どもたちが

安心して学校生活を送るこ

とのできる環境を整えます。

（後略） 

 

主な取組内容 

① 魅力ある学校づくりの推進 

○ 学校の教育相談体制の充

実に取り組み、子どもたちが

安心して学校生活を送るこ

とができる環境を整えます。

（後略） 

 

○記述内容の精査 

1９１ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１８頁） 

 脚注 

子どもたちが、学校生活や

友人関係などで、つまずきや失

敗、思うようにいかない状況を

しなやかに受け止めて適応し、

立ち直り、回復する力を育む

教育。 

 

○記述内容の充実 

 

1９２ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１８頁） 

主な取組内容 

② 多様な教育機会の確保 

〇 （前略）また、教室とは別の

場所で学習支援等を行う校

内教育支援センターの整備

を推進するとともに、オンラ

インを活用した学習支援や

相談等の環境整備に取り組

みます。 

 

主な取組内容 

② 多様な教育機会の確保 

〇 （前略）また、教室とは別の

居場所として学習支援等を

行う校内教育支援センター

の整備を推進するとともに、

オンラインを活用した学習支

援や相談等の環境整備に取

り組みます。 

 

〇記述内容の充実 

〇県議会意見（３） 

1９３ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１８頁） 

脚注 

 不登校児童生徒の実態に配

慮した特別の教育課程を編成

して教育を実施する必要があ

ると認められる場合、特定の学

校において教育課程の基準に

よらず特別の教育課程を編成

することができるとする特例措

脚注 

 不登校児童生徒の実態に配

慮した特別の教育課程を編成

して教育を実施する必要があ

ると認められる場合、特定の学

校において教育課程の基準に

よらず、特別の教育課程を編

成することができるとする特例

○記述内容の精査 
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置によって文部科学大臣から

指定された学校。 

措置によって文部科学大臣か

ら指定された学校。 

 

1９４ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１８頁） 

主な取組内容 

② 多様な教育機会の確保 

○ 不登校児童生徒の学校外

での学びについては、子ども

の意思を尊重するとともに、

個々の子どもや家庭の状況

に応じて、教育支援センター

やフリースクール等における

社会的自立に向けた取組や

自己肯定感を高める活動等

に安心して取り組むことがで

きるよう支援します。 

主な取組内容 

② 多様な教育機会の確保 

○ 不登校児童生徒の学校外

での学びについては、教育

支援センターやフリースクー

ル等において社会的自立に

向けた取組や自己肯定感を

高める活動等を安心して行

うことができるよう、子ども

の意思を尊重しながら、

個々の子どもや家庭の状況

に応じた支援を進めます。 

 

○記述内容の精査 

1９５ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１９頁） 

主な取組内容 

③ 不登校児童生徒への効果

的な支援の充実 

〇 不登校児童生徒や保護者

への支援を専門的に行う教

育支援センターが、不登校

支援アドバイザーやスクール

ソーシャルワーカーを活用し

て、通所している子どもたち

の支援に加え、通所できな

い子どもたちに対しても訪

問（アウトリーチ）型支援を進

めるなど、地域における不登

校支援の中核となるよう、引

き続き機能強化に取り組み

ます。 

 

主な取組内容 

③ 不登校児童生徒への効果

的な支援の充実 

〇 不登校児童生徒や保護者

への支援を専門的に行う教

育支援センターが、地域に

おける不登校支援の中核と

なるよう、不登校支援アドバ

イザーやスクールソーシャル

ワーカーを活用して、通所し

ている子どもたちの支援に

加え、通所できない子どもた

ちに対しても訪問（アウトリ

ーチ）型支援を進めるなど、

引き続き機能強化に取り組

みます。 

 

○記述内容の精査 

1９６ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１９頁） 

主な取組内容 

③ 不登校児童生徒への効果

的な支援の充実 

○ さまざまな事情で不登校

の状況にある子どもたちを

支援するため、オンライン会

議サービスやメタバースによ

る ICT を活用した交流を進

めるなど、オンラインの居場

所づくりを推進します。 

主な取組内容 

③ 不登校児童生徒への効果

的な支援の充実 

○ さまざまな事情を抱える不

登校児童生徒を支援するた

め、オンライン会議サービス

やメタバースによる ICT を

活用した交流を進めるなど、

オンラインの居場所づくりを

推進します。 

 

○記述内容の精査 

１９７ (1) 不登 校  脚注 ○記述内容の充実 
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の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１９頁） 

 

ユーザー間でコミュニケー

ションを取ることができる仮想

的なデジタル空間。 

 

 

1９８ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１１９頁） 

主な取組内容 

④ 教職員の対応力の向上 

○ 教職員のカウンセリングマ

インドの向上や個々の子ど

もに応じた支援の方法につ

いて学ぶため、スクールカウ

ンセラー等が講師となり、事

例を基にした研修会等を実

施し、一人ひとりの状況に応

じた早期からの支援に取り

組みます。 

 

主な取組内容 

④ 教職員の対応力の向上 

○ スクールカウンセラー等が

講師となり、個々の子どもに

応じた支援の方法等に関し

て、事例をもとにした研修会

等を実施し、教職員のカウン

セリングマインドの向上を図

ります。 

 

○記述内容の精査 

1９９ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１２０頁） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

学校内外で専門的な相談・指

導を受けた不登校児童生徒の

割合 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

学校内外で専門的な相談・指

導を受けた不登校の子どもた

ちの割合 

 

○記述内容の精査 

２００ (1) 不登 校

の状況にあ

る児童生徒

への支援 

（１２０頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

長期欠席を含む不登校児童生

徒が 40 人を超える小中学校

における「校内教育支援センタ

ー」の設置数 

※２ 長期欠席を含む不登校

児童生徒の数が１クラス規

模（４０名）を超える公立小

中学校における「校内教育

支援センター」の設置数（累

計）（三重県教育委員会調

べ） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

不登校を含む長期欠席者が

40人を超える小中学校におけ

る「校内教育支援センター」の

設置数 

※２ 不登校を含む長期欠席

者の数が１クラス規模（４０

人）を超える公立小中学校

における校内教育支援セン

ターの設置数（累計）（三重

県教育委員会調べ） 

 

○記述内容の精査 

２０１ (2)外国に

つながる児

童生徒の自

立に向けた

力の育成 

（１２１頁） 

現状と課題 

③ 日本での学校生活や日本

語習得、教科学習に困難を

抱えたり、進路決定ができな

いまま学校を卒業したり、中

途退学したりする外国人児

童生徒もいます。（後略） 

現状と課題 

③ 日本での学校生活や日本

語習得、教科学習に困難を

抱える外国人児童生徒や、

進路決定ができないまま学

校を卒業したり、中途退学し

たりする外国人児童生徒も

います。（後略） 

 

○記述内容の精査 
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２０２ (2)外国に

つながる児

童生徒の自

立に向けた

力の育成 

（１２３頁） 

 

脚注 

ポルトガル語・スペイン語・

英語・タガログ語・中国語・ビ

ザイヤ語の６言語に対応（令和

５（２０２３）年 12月時点）。 

脚注 

ポルトガル語・タガログ語・

スペイン語・中国語・ビザイヤ

語・英語の６言語に対応（令和

６（２０２４）年３月時点）。 

○記述内容の精査 

２０３ (2)外国に

つながる児

童生徒の自

立に向けた

力の育成 

（１２３頁） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

日本語指導が必要な児童生徒

に対して、個々の日本語習得

レベルに応じた教育を計画的

に行っている学校の割合 

現状値 小学校 

７９．０％（Ｒ４） 

中学校 

９０．９％（Ｒ４） 

高等学校 

6８．８％（Ｒ５） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

日本語指導が必要な子どもた

ちに対して、個々の日本語習

得レベルに応じた教育を計画

的に行っている学校の割合 

現状値 小学校 

１００％ 

中学校 

１００％ 

高等学校 

6８．８％ 

 

○記述内容の精査 

２０４ （３）防災教

育・防災対

策の推進 

（１２５頁） 

 脚注 

デジタル化された静止画や

動画、音声、文字などの情報や

データの総称。 

 

○記述内容の充実 

２０５ （４）子どもた

ちの安全・安

心の確保 

（１２７頁） 

めざす姿 

学校・地域・関係機関の連

携・協働の下、子どもたちの安

全を確保する取組が進んでお

り、安全教育の推進により、子

どもたちが主体的に判断し、行

動できる力を身につけていま

す。 

 

めざす姿 

学校・地域・関係機関の連

携・協働のもと、子どもたちの

安全・安心を確保する取組が

進んでおり、安全教育の推進

により、子どもたちが主体的に

判断し、行動できる力を身につ

けています。 

 

○記述内容の精査 

２０６ （４）子どもた

ちの安全・安

心の確保 

（１２７頁） 

現状と課題 

① 子どもたちの安全・安心の

確保においては、これまでも

学校でさまざまな計画やマ

ニュアルが整備されてきまし

たが、より実効的な取組に結

びつける必要があります。

（後略） 

 

現状と課題 

① 子どもたちの安全・安心を

確保するため、これまでも学

校でさまざまな計画やマニ

ュアルが整備されてきました

が、より実効的な取組に結

びつける必要があります。

（後略） 

 

○記述内容の精査 

２０７ （４）子どもた

ちの安全・安

心の確保 

現状と課題 

④ 新型コロナウイルス感染症

対策の経験を生かし、災害

現状と課題 

④ 新型コロナウイルス感染症

対策の経験を生かし、災害

○記述内容の精査 
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（１２７頁） 時や感染症等の発生などの

非常時においても、子どもた

ちが安全・安心に学びを継

続していくことができるよ

う、取り組んでいく必要があ

ります。 

 

時や感染症等の発生などの

非常時においても、子どもた

ちが安全・安心に学びを継

続できるよう、取組を進める

必要があります。 

 

２０８ （４）子どもた

ちの安全・安

心の確保 

（１２７頁） 

主な取組内容 

① 組織的取組の推進 

〇 学校全体としての活動や

適切な役割分担に基づく事

故・災害等発生時の対応が

できるよう、学校安全を学校

経営に明確に位置づけ、学

校安全計画に基づき組織

的・計画的に取り組みます。 

 

主な取組内容 

① 組織的取組の推進 

〇 事故・災害等発生時にお

いて、学校全体としての活

動や校内組織の適切な役割

分担に基づく対応ができる

よう、学校安全を学校経営

に明確に位置づけ、学校安

全計画に基づき組織的・計

画的に取り組みます。 

 

○記述内容の精査 

２０９ （４）子どもた

ちの安全・安

心の確保 

（１２８頁） 

 脚注 

自治体等によって委嘱され

た警察官ＯＢや防犯の専門家

等のことで、学校の防犯体制

およびスクールガードの活動

に対して専門的な指導・助言

等を行う者。 

 

○記述内容の充実 

 

２１０ （４）子どもた

ちの安全・安

心の確保 

（１２８頁） 

主な取組内容 

③ 安全に関する教育の推進 

〇 （前略）また、子どもたちの

自転車乗車中の事故の被害

を低減させるため、ヘルメッ

ト着用を推奨する取組を進

めるとともに、将来にわたっ

て交通安全に対する意識を

高めるため、子どもたちや保

護者を対象に、「三重県交通

安全条例」および「三重県飲

酒運転０（ゼロ）をめざす条

例」の周知に取り組みます。 

主な取組内容 

③ 安全に関する教育の推進 

〇 （前略）また、自転車乗車

中の事故の被害を低減でき

るよう、ヘルメット着用を推

奨する取組を進めるととも

に、将来にわたって交通安

全に対する意識を高めるた

め、子どもたちや保護者を

対象に、「三重県交通安全

条例」および「三重県飲酒運

転０（ゼロ）をめざす条例」の

周知に取り組みます。 

 

○記述内容の精査 

２１１ （４）子どもた

ちの安全・安

心の確保 

（１２９頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

子どもが加害者となった交通

事故の件数 

※２ 公立小中学生および県

立高校生が当事者となった

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

子どもが加害者となった交通

事故の件数 

※２ 公立小中学生および県

立高校生が当事者となった

○記述内容の精査 
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交通事故のうち、加害事故

の件数（県立高校生は自損

の件数を含む）（三重県教育

委員会調べ） 

 

交通事故のうち、加害事故

の件数（県立高校生は自損

の件数を含む。）（三重県教

育委員会調べ） 

 

２１２ (5)学びの

セーフティネ

ットの構築・

学びの継続 

（１３１頁） 

現状と課題 

② 本県の高等学校（全日制）

における中途退学率は 0.４

７％（令和３（202１）年）であ

り、全国平均（0.７％）を下

回っているものの、一定数

の生徒がさまざまな事情に

より中途退学している状況

です。 

 

現状と課題 

② 本県の高等学校（全日制）

における中途退学率は 0.５

６％（令和４（202２）年度）

であり、全国平均（0.８％）を

下回っているものの、一定

数の生徒がさまざまな事情

により中途退学している状

況です。 

 

○記述内容の精査 

２１３ (5)学びの

セーフティネ

ットの構築・

学びの継続 

（１３１頁） 

 脚注 

一般的には、あらかじめ予

測される危機に備え、被害を

最小化するために設けられる

制度や仕組みのことで、子ども

たちの学びにおいては、経済

的・時間的・地理的な制約等に

関わらず、安全・安心で充実し

た教育機会にアクセスできる

環境を整えること。 

 

○記述内容の充実 

 

２１４ (5)学びの

セーフティネ

ットの構築・

学びの継続 

（１３１頁） 

現状と課題 

④ 義務教育未修了者、高等

学校に進学しなかった人、高

等学校中途退学者などのさ

まざまな事情により学びを

必要とする人たちが、一人ひ

とりの能力・可能性を最大限

に引き出すことができるよ

う、多様な学びの場で教育

を受ける機会を確保・支援し

ていく必要があります。 

 

現状と課題 

④ 義務教育未修了者、高等

学校に進学しなかった人、

高等学校中途退学者などの

さまざまな事情により学びを

必要とする人たちが、一人ひ

とりの能力・可能性を最大

限に伸ばすことができるよ

う、多様な学びの場で教育

を受ける機会を確保・支援

していく必要があります。 

 

〇記述内容の精査 

 

２１５ (5)学びの

セーフティネ

ットの構築・

学びの継続 

（１３２頁） 

主な取組内容 

① 関係機関と連携した多様

な教育的ニーズへの対応 

○ 家庭の経済状況にかかわ

らず、全ての子どもたちが、

質の高い教育を受け、夢や

希望を持って挑戦したり、多

主な取組内容 

① 関係機関と連携した多様

な教育的ニーズへの対応 

○ 家庭の社会経済的背景に

関わらず、全ての子どもたち

が、質の高い教育を受け、

夢や希望を持って挑戦した

○記述内容の精査 

〇記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 
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様な体験や遊びの機会を得

たりすることができるよう、

地域未来塾など家庭や学校

とは異なる居場所での学習

支援等を地域と連携して進

めます。（後略） 

 

り、多様な体験や遊びの機

会を得たりすることができる

よう、地域未来塾など家庭

や学校とは異なる居場所で

の学習支援等を地域と連携

して進めます。（後略） 

 

２１６ (5)学びの

セーフティネ

ットの構築・

学びの継続 

（１３３頁） 

主な取組内容 

① 関係機関と連携した多様

な教育的ニーズへの対応 

○ ヤングケアラーを早期に把

握し、適切な支援につなげら

れるよう、関係機関・団体等

と連携して、一人ひとりに寄

り添ったきめ細かな支援を

届けるための体制整備に取

り組みます。 

 

主な取組内容 

① 関係機関と連携した多様

な教育的ニーズへの対応 

○ ヤングケアラーを早期に把

握し、適切な支援につなげら

れるよう、「ヤングケアラー支

援ハンドブック」を活用しな

がら関係機関・団体等と連

携して、一人ひとりに寄り添

ったきめ細かな支援を届け

るための体制整備に取り組

みます。 

 

○記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 

２１７ (5)学びの

セーフティネ

ットの構築・

学びの継続 

（１３３頁） 

 脚注 

令和５（2023）年１０月に三

重県が作成したハンドブック。

ヤングケアラーと思われる子ど

もに気づくポイントやヤングケ

アラー支援の留意点、関係機

関との連携のポイント等が掲

載されています。 

 

○記述内容の充実 

２１８ (5)学びの

セーフティネ

ットの構築・

学びの継続 

（１３３頁） 

主な取組内容 

② 高等学校中途退学への対

応 

主な取組内容 

② 高等学校中途退学等への

対応 

○ 高校中退者等が、他者や

社会とつながろうとするきっ

かけを得るとともに、自身の

興味・関心の幅を広げたり、

強みに気づいたりすること

ができるよう、オンライン会

議サービスやメタバースに

よる ICT を活用した交流を

進めるなど、オンラインの居

場所づくりを推進します。 

 

○記述内容の精査 
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２１９ (5)学びの

セーフティネ

ットの構築・

学びの継続 

（１３４頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

中途退学した高校生の割合 

現状値  ０．４０％ 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

中途退学した高校生の割合 

現状値  ０．４０％ 

（Ｒ４） 

○記述内容の精査 

２２０ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３５頁） 

 

めざす姿 

（前略）また、時代の変化に

応じた資質能力を身につけた

教職員を安定的に確保してい

ます。 

 

めざす姿 

（前略）また、時代の変化に

応じた資質・能力を身につけた

教職員を安定的に確保してい

ます。 

 

○記述内容の精査 

 

２２１ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３５頁） 

現状と課題 

① 教職員は、これからの社会

を担う子どもたち一人ひとり

の力を最大限に引き出し、

主体的な学びを支える伴走

者として、教職に必要な素

養、学習指導、生徒指導、特

別な支援を必要とする子ど

もたちへの対応等の資質・

能力の向上に向け教職生涯

を通じ学び続ける必要があ

ります。 

現状と課題 

① 教職員は、これからの社会

を担う子どもたち一人ひとり

の力を最大限に引き出し、

主体的な学びを支える伴走

者として、教職に必要な素

養、学習指導、生徒指導、特

別な支援を必要とする子ど

もたちへの対応等の資質・

能力の向上に向け、教職生

涯を通じ学び続ける必要が

あります。 

 

○記述内容の精査 

 

２２２ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３６頁） 

主な取組内容 

① 「新たな教師の学びの姿」

の実現に向けた研修の効果

的な実施 

○ 教職員が研修履歴を活用

して自らの学びを振り返ると

ともに、学校管理職等が対

話をとおした適切な指導助

言を行うことができるよう、

多様な専門性に対応した研

修を実施し、教職員が主体

的に資質・能力の向上を図

ることができるよう取り組み

ます。 

 

主な取組内容 

① 「新たな教師の学びの姿」

の実現に向けた研修の効果

的な実施 

○ 教職員が研修履歴を活用

して自らの学びを振り返ると

ともに、学校管理職等が対

話をとおした適切な指導・助

言を行うことができるよう、

多様な専門性に対応した研

修を実施し、教職員が主体

的に資質・能力の向上を図

ることができるよう取り組み

ます。 

 

○記述内容の精査 
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２２３ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３６頁） 

主な取組内容 

① 「新たな教師の学びの姿」

の実現に向けた研修の効果

的な実施 

○ 若手教職員を対象とする

研修を実施し、経験の浅い

教職員の実践力を磨き、教

職に必要な基礎・基盤を固

めます。 

主な取組内容 

① 「新たな教師の学びの姿」

の実現に向けた研修の効果

的な実施 

○ 若手教職員を対象とする

研修を実施し、経験の浅い

教職員の実践力を磨き、教

職に必要な基礎・基盤を培

います。 

 

○記述内容の精査 

 

２２４ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３６頁） 

主な取組内容 

③ 教職の魅力発信と教職員

の人材確保に向けた取組 

○ 教職を志す人材を着実に

確保していくため、高校生や

大学１・２年生などの早い段

階から教職ガイダンスを実

施するとともに、オンラインに

よる説明会も活用しながら、

学生だけでなく社会人も含

めたさまざまな立場の人を

対象に教職の魅力を発信す

る取組を実施します。 

 

主な取組内容 

③ 教職の魅力発信と教職員

の人材確保に向けた取組 

○ 教職を志す人材を着実に

確保していくため、高校生や

大学１・２年生などの早い段

階から教職ガイダンスを実

施するとともに、オンラインに

よる説明会も活用しながら、

学生だけでなく社会人も含

めたさまざまな立場の人を

対象に、子どもたちの人生に

影響を与えて成長を実感で

きる喜びを感じられるなど、

教職の魅力を発信する取組

を実施します。 

 

○記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 

２２５ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３７頁） 

主な取組内容 

③ 教職の魅力発信と教職員

の人材確保に向けた取組 

○ 教員養成を担う大学と連

携し、定期的な意見交換等

により教員確保に向けた課

題を共有するとともに、教員

を志す学生が、現職教員と

ともに研修を受講するなど、

教職の魅力ややりがいを感

じることができる機会を設け

ます。 

 

主な取組内容 

③ 教職の魅力発信と教職員

の人材確保に向けた取組 

○ 教員養成を担う大学と連

携し、定期的な意見交換等

により教員確保に向けた課

題を共有するとともに、教員

を志す学生が、現職教員と

共に研修を受講するなど、

教職の魅力ややりがいを感

じることができる機会を確保

します。 

 

○記述内容の精査 
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２２６ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３７頁） 

主な取組内容 

③ 教職の魅力発信と教職員

の人材確保に向けた取組 

○ 教育アシスタントなど学校

現場における体験を重視し

た活動を実施し、教員の養

成段階における学びと採用

段階で求められる資質能力

をより効果的に結びつける

取組を推進します。 

 

主な取組内容 

③ 教職の魅力発信と教職員

の人材確保に向けた取組 

○ 教育アシスタントなど学校

現場における体験を重視し

た活動を実施し、教員の養

成段階における学びと採用

段階で求められる資質・能

力をより効果的に結びつけ

る取組を推進します。 

 

○記述内容の精査 

 

２２７ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３７頁） 

主な取組内容 

③ 教職の魅力発信と教職員

の人材確保に向けた取組 

○ （前略）また、教員の採用

選考時期が民間企業等と比

べて遅く、優れた人材確保

の課題となっているため、教

員採用選考試験の早期化に

取り組みます。 

 

主な取組内容 

③ 教職の魅力発信と教職員

の人材確保に向けた取組 

○ （前略）また、教員の採用

選考時期が民間企業等と比

べて遅く、優れた人材を確

保する上での課題となって

いるため、教員採用選考試

験の早期化に取り組みま

す。 

 

○記述内容の精査 

２２８ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３７頁） 

主な取組内容 

④ 教職員育成支援のための

人事評価制度の適切な実施 

○ 教職員の主体的な教育実

践や自己啓発を促し、能力・

意欲の向上を図るとともに、

組織の目標を共有し教職員

の協力・協働が進むよう、人

事評価制度の適切な運用を

とおして教職員の育成につ

なげます。 

主な取組内容 

④ 教職員育成支援のための

人事評価制度の適切な実施 

○ 教職員の主体的な教育実

践や自己啓発を促し、能力・

意欲の向上を図るとともに、

組織の目標を共有しつつ教

職員の協力・協働が進むよ

う、人事評価制度の適切な

運用をとおして教職員の育

成につなげます。 

 

○記述内容の精査 

２２９ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３７頁） 

主な取組内容 

⑤ 不祥事の根絶とコンプライ

アンスの推進 

○ 県立学校においては、各学

校に設置する「学校信頼向

上委員会」で検討した取組

を、「信頼される学校である

ための行動計画」に位置づ

け、不祥事の根絶に向け取

り組みます。（後略） 

 

主な取組内容 

⑤ 不祥事の根絶とコンプライ

アンスの推進 

○ 県立学校においては、各

学校に設置する「学校信頼

向上委員会」で検討した取

組を、「信頼される学校であ

るための行動計画」に位置

づけ、不祥事の根絶に向け

て取り組みます。（後略） 

 

○記述内容の精査 
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２３０ (1) 教職 員

の 資 質 向

上・人材確

保とコンプラ

イアンスの

推進 

（１３８頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

コンプライアンスの徹底に取り

組んだ所属・公立学校の割合 

※３ 組織的マネジメントシー

ト（教育委員会事務局）、学

校マネジメントシートまたは

行動計画（県立学校）、学校

経営の改革方針等（小中学

校等）において掲げたコンプ

ライアンスに係る目標につい

て、年度末時点で「達成済

み」となった所属・公立学校

の割合（三重県教育委員会

調べ） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

コンプライアンスの徹底に取り

組んだ所属・公立学校の割合 

※３ 組織マネジメントシート

（教育委員会事務局）、学校

マネジメントシートまたは行

動計画（県立学校）、学校経

営の改革方針等（小中学校

等）において掲げたコンプラ

イアンスに係る目標につい

て、年度末時点で「達成済

み」となった所属・公立学校

の割合（三重県教育委員会

調べ） 

 

○記述内容の精査 

２３１ (2)学校に

おける働き

方改革の推

進 

（１３９頁） 

現状と課題 

③  （前略）部活動について

は、部活動指導員等の活用

や地域スポーツ団体との連

携など、専門的な指導の充

実を図り教職員の負担を軽

減させながら、子どもたちに

とって望ましい活動となるよ

う取組を進める必要があり

ます。 

 

現状と課題 

③  （前略）部活動について

は、部活動指導員等の活用

や地域スポーツ団体との連

携など、専門的な指導の充

実を図り教職員の負担を軽

減しながら、子どもたちにと

って望ましい活動となるよう

取組を進める必要がありま

す。 

 

○記述内容の精査 

２３２ (2)学校に

おける働き

方改革の推

進 

（１４０頁） 

現状と課題 

⑤ （前略）近年精神神経系疾

患により休職となった教職

員の割合は全国平均を下回

っているものの、毎年一定

数の教職員がメンタルヘル

スの不調により休職する状

態が続いていることから、引

き続き、支援体制を充実さ

せていく必要があります。 

 

現状と課題 

⑤ （前略）近年、精神神経系

疾患により休職となった教

職員の割合は全国平均を下

回っているものの、毎年一

定数の教職員がメンタルヘ

ルスの不調により休職する

状態が続いていることから、

引き続き、支援体制を充実

させていく必要があります。 

 

○記述内容の精査 

２３３ (2)学校に

おける働き

方改革の推

進 

（１４１頁） 

主な取組内容 

② 学校・教職員が担う業務の

適正化 

○ 教職員が本来業務に集中

できるよう、学校および教職

員が担う業務の明確化・適

正化を進めます。 

 

主な取組内容 

② 学校・教職員が担う業務の

適正化 

○ 学校および教職員が担う

業務の明確化・適正化を通

じて、教職員が本来業務に

集中できる勤務環境を整備

し、在校等時間の削減を図

〇記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 
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ります。 

 

２３４ (2)学校に

おける働き

方改革の推

進 

（１４１頁） 

主な取組内容 

③ 専門人材や地域人材の活

用 

○ （前略）また、保護者や地

域人材の知識・技能を活用

した学校支援活動などの取

組や教職員だけでは対応が

難しい複雑化・多様化した

学校の課題に県や市町と学

校が一体となって対応する

学校支援体制づくりを進め

ます。 

 

主な取組内容 

③ 専門人材や地域人材の活

用 

○ （前略）また、保護者や地

域人材の知識・技能を活用

した学校支援活動などの取

組や、教職員だけでは対応

が難しい複雑化・多様化し

た学校の課題に県や市町と

学校が一体となって対応す

る学校支援体制づくりを進

めます。 

 

○記述内容の精査 

２３５ (2)学校に

おける働き

方改革の推

進 

（１４２頁） 

主な取組内容 

⑤ 教職員の健康管理 

○ 教職員の安全と健康の増

進に向け、安全衛生委員会

等を通じて安全衛生管理体

制の充実を図り、職場巡視・

安全衛生研修・定期健康診

断・事後指導および感染症

対策等による疾病予防対策

を進めます。また、過重労働

に該当する教職員の健康状

態や疲労度を把握するとと

もに、校長や産業医による

面接を実施し、教職員の心

身の健康障害防止のための

対策を行います。 

 

主な取組内容 

⑤ 教職員の健康管理 

○ 教職員の安全と健康の増

進に向け、安全衛生委員会

等を通じて安全衛生管理体

制の充実を図り、職場巡視、

安全衛生研修、定期健康診

断、事後指導および感染症

対策等による疾病予防対策

を進めます。また、過重労働

に該当する教職員の健康状

態や疲労度を把握するとと

もに、校長や産業医による

面接を実施し、教職員の心

身の健康障がい防止のため

の対策を行います。 

 

○記述内容の精査 

２３６ (2)学校に

おける働き

方改革の推

進 

（１４２頁） 

主な取組内容 

⑥ 教職員のメンタルヘルス対

策 

○ 心身の不調が認められる

教職員への専門医・心理の

専門家・保健師等による相

談を実施し、早期発見・対応

によるメンタルヘルス不調の

予防と回復を支援します。 

 

主な取組内容 

⑥ 教職員のメンタルヘルス対

策 

○ 心身の不調が認められる

教職員への専門医・心理の

専門家・保健師等による相

談を実施し、早期発見・早期

対応によりメンタルヘルス不

調の予防と回復を支援しま

す。 

 

○記述内容の精査 

2３７ (2)学校に

おける働き

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

総勤務時間に関する教職員の

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

総勤務時間に関する教職員の

○記述内容の精査 
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方改革の推

進 

（１４２頁） 

満足度 

現状値 ２．３７ 

（Ｒ４） 

目標値 ２．７１ 

 

満足度  

現状値 ２．３９ 

目標値 ２．７３ 

 

2３８ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４３頁） 

現状と課題 

① （前略）今後も、社会全体

のＩＣＴの進展と、それに伴う

ＥｄＴｅｃｈの更なる進展が予

測されることから、引き続

き、これらの変化に対応しな

がら、学校におけるＩＣＴの効

果的な活用を進める必要が

あります。 

 

現状と課題 

① （前略）今後も、社会全体

におけるＩＣＴの高度化の進

展と、それに伴うＥｄＴｅｃｈの

更なる進展が予測されるこ

とから、引き続き、これらの

変化に対応しながら、学校

におけるＩＣＴの効果的な活

用を進めるとともに、個別最

適な学びの実現や、困難を

抱える子どもの早期発見等

につながるよう、教育データ

を効果的に利活用すること

が求められます。 

 

○記述内容の精査 

〇記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 

2３９ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４４頁） 

現状と課題 

⑥ 新型コロナウイルス感染症

の拡大時には、各学校でオ

ンライン授業等が行われ、Ｉ

ＣＴを活用した学びが身近

なものとなり、日々の授業や

家庭学習、さまざまな事情で

通学できない子どもたちの

学習にもＩＣＴが活用されて

います。一方で、不登校児

童生徒や外国人児童生徒の

増加など学校の抱える課題

が複雑化・多様化する中、急

速に進展するＩＣＴを十分に

活用して、課題の解決を図

る必要があります。 

 

現状と課題 

⑥ 新型コロナウイルス感染症

の感染拡大時には、各学校

でオンライン授業等が行わ

れ、ＩＣＴを活用した学びが

身近なものとなり、日々の授

業や家庭学習、さまざまな

事情で通学できない子ども

たちの学習にもＩＣＴが活用

されています。一方で、不登

校児童生徒や日本語指導

が必要な外国人児童生徒の

増加など学校の抱える課題

が複雑化・多様化する中、急

速に進展するＩＣＴを十分に

活用して、課題の解決を図

る必要があります。 

 

○記述内容の精査 

2４０ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４４頁） 

現状と課題 

⑧ ChatGPT のリリース以

降、対話型生成ＡＩが急速に

普及するとともに、画像、映

像や音声などの生成 AI も

目覚ましい進歩を遂げてい

ます。今後、生成ＡＩの技術

現状と課題 

⑧ 近年、対話型生成ＡＩが急

速に普及するとともに、画像

や映像、音声などの生成 AI

も目覚ましい進歩を遂げて

います。今後、生成ＡＩの技

術はさらに急速に進展し、複

○記述内容の精査 
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はさらに急速に進展し、複数

の生成AIの組合せ、従来の

アプリやＷｅｂサービスへの

組み込みや、新たなサービ

スの出現など、さまざまな形

で人びとの生活に浸透して

いくことが考えられることか

ら、生成 AI の利用がもたら

す効果と生じうるリスクをふ

まえて対応していく必要が

あります。 

 

数の生成 AI の組合せ、従

来のアプリやＷｅｂサービス

への組込みや、新たなサー

ビスの出現など、さまざまな

形で人びとの生活に浸透し

ていくことが考えられること

から、生成 AIの利用がもた

らす効果と生じ得るリスクを

ふまえて対応していく必要

があります。 

 

2４１ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４４頁） 

主な取組内容 

① ICT を活用した教育の推

進 

○ 学校における ICT の活用

をさらに進めるため、基本的

なＩＣＴ活用の拡大を進める

とともに、ICTの利活用に関

する支援体制の充実を図り

ます。また、学校におけるＩＣ

Ｔの基本的な活用水準を向

上し、さらに発展的な方法を

工夫改善するという好循環

を作り出すことができるよ

う、活用されているアプリや

サービスの情報・使用例、先

進的な取組などの横展開に

取り組みます。 

 

主な取組内容 

① ICT を活用した教育の推

進 

○ 学校における ICT の活用

をさらに進めるため、ＩＣＴを

教育活動で用いる意識の一

層の浸透を図るとともに、

ICT の利活用に関する支援

体制の充実を図ります。 ま

た、学校におけるＩＣＴの基

本的な活用水準を向上し、

さらに発展的な方法を工夫

改善するという好循環を作

り出すことができるよう、活

用されているアプリやサービ

スの情報・使用例、先進的な

取組などの横展開に取り組

みます。加えて、学習履歴な

ど教育データを学校現場で

効果的に利活用できるよう

にするための取組を進めま

す。 

 

○記述内容の精査 

〇記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 

2４２ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４４頁） 

主な取組内容 

① ICT を活用した教育の推

進 

○ 教育活動や校務において、

ＩＣＴの活用の効果を最大限

に発揮するため、ＩＣＴの活

用を進めることで生じうるリ

スクに配慮しつつ、ICTを活

用した試行的な取組を積極

的に行い、新たなアイデアの

創出、さまざまな課題の解消

主な取組内容 

① ICT を活用した教育の推

進 

○  教育活動や校務におい

て、ＩＣＴの活用の効果を最

大限に発揮するため、ＩＣＴ

の活用を進めることで生じ

得るリスクに配慮しつつ、

ICT を活用した試行的な取

組を積極的に行い、新たな

アイデアの創出やさまざまな

○記述内容の精査 
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を図るとともに、ＩCT の進展

により顕在化する新たな課

題への対応を図ります。 

 

課題の解消を図るとともに、

ＩCT の高度化の進展により

顕在化する新たな課題への

対応を進めます。 

 

2４３ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４４頁） 

主な取組内容 

① ICT を活用した教育の推

進 

○ 高等学校においては、生徒

が学校の枠を越えて交流し

たり、学習活動に参加したり

する取組を、ICT も活用し

ながら推進します。 

主な取組内容 

① ICT を活用した教育の推

進 

○ 高等学校においては、ＩＣＴ

を活用し、学校の枠を越え

た遠隔合同学習を進めま

す。また、生徒の興味・関心

が高まるよう、文理横断的・

探究的な学習にＩＣＴを活用

します。 

 

○記述内容の充実 

2４４ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４５頁） 

主な取組内容 

② 情報活用能力の育成 

○ 子どもたちが、ネットいじ

めなどの人間関係上のトラ

ブルに巻き込まれたり、イン

ターネット上での誹謗中傷、

ネット炎上などの被害者や

加害者となったり、有害情報

に触れたりしないよう、情報

セキュリティを含む情報モラ

ル教育を一層推進するとと

もに、ＳＮＳをはじめとしたイ

ンターネットの適切な利用お

よびフィルタリングの普及促

進のための広報啓発活動や

非行防止教室等の取組を推

進します。 

 

主な取組内容 

② 情報活用能力の育成 

○ 子どもたちが、ネットいじ

めなどの人間関係上のトラ

ブルやインターネット上での

誹謗中傷・ネット炎上などの

当事者となったり、有害情報

に触れたりすることなどがな

いよう、情報セキュリティを

含む情報モラル教育を一層

推進するとともに、ＳＮＳをは

じめとしたインターネットの

適切な利用およびフィルタリ

ングの普及促進のための広

報啓発活動や非行防止教

室等の取組を推進します。 

 

○記述内容の精査 

2４５ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４５頁） 

 脚注 

メディアやインターネットサイ

ト等から得られる大量の情報

から自身に必要なものを収集

し、それを適切に評価、管理等

を行って、活用するための能

力。 

 

○記述内容の充実 

 

2４６ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

主な取組内容 

⑤ ICT を活用した諸課題の

解決 

主な取組内容 

⑤ ICT を活用した諸課題の

解決 

○記述内容の精査 
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（１４５頁） ○ 外国人児童生徒がそれぞ

れの日本語習得状況に応じ

た学習支援を受けることが

できるよう、外国人児童生

徒巡回相談員によるオンラ

インでの学習支援や、オンラ

インを活用した日本語指導

を企業と連携して進めます。

（再掲） 

 

○ 外国人児童生徒が県内全

域で質の高い日本語教育カ

リキュラムを受けることがで

きるよう、オンラインを活用

した日本語指導を進めま

す。（再掲） 

 

2４７ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４５頁） 

主な取組内容 

○ さまざまな事情で不登校

の状況にある子どもたちを

支援するため、オンライン会

議サービスやメタバースによ

る ICT を活用した交流を進

めるなど、オンラインの居場

所づくりを推進します。（再

掲） 

 

主な取組内容 

○ さまざまな事情を抱える不

登校児童生徒や高校中退

者等を支援するため、オンラ

イン会議サービスやメタバー

スによる ICT を活用した交

流を進めるなど、オンライン

の居場所づくりを推進しま

す。 

 

○記述内容の精査 

２４８ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４５頁） 

主な取組内容 

⑤ ICT を活用した諸課題の

解決 

○ 高等学校においては、生徒

が興味・関心に応じて幅広く

科目選択できるよう、ＩＣＴを

活用して他の高等学校で開

設している科目を履修する

仕組みなど、小規模校にお

ける教育の質の向上につな

がる取組について検討しま

す。 

 

主な取組内容 

⑤ ICT を活用した諸課題の

解決 

○ 児童生徒数が少ない学校

においては、ＩＣＴを活用して

小規模単独ではなし得ない

特色・魅力ある教育の実現

に向けた取組を進めます。 

○記述内容の充実 

2４９ (3) Ｉ Ｃ Ｔ を

活用した教

育の推進 

（１４６頁） 

主な取組内容 

⑦ 生成 AIの利活用 

○ 生成 AI については、生成

AI 技術の進展や、生成 AI

を活用したアプリ・サービス

の普及の状況をふまえなが

ら、教育活動や校務の改

善、教育の諸課題の解決を

図るため、積極的な利活用

を進めます。 

 

主な取組内容 

⑦ 生成AIの利活用 

○ 教育活動や校務の改善、

教育の諸課題の解決を図る

ため、生成AIに関する技術

の進展やアプリ・サービスの

普及の状況をふまえなが

ら、生成ＡＩの利活用を進め

ます。 

 

○記述内容の精査 
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2５０ （４）地域とと

もにある学

校づくり 

（１４７頁） 

現状と課題 

① （前略）学校運営に保護者

や地域の方々が参画するこ

とを通じて、育みたい子ども

像・めざすべき教育のビジョ

ンを共有し、地域ならではの

特色を生かした「地域ととも

にある学校」づくりを支える

コミュニティ・スクールの導

入が進みつつある中、今後

も、地域と学校の間を円滑

に調整する地域学校協働活

動推進員等の配置を進め、

コミュニティ・スクールのさら

なる導入と拡大、内容の充

実を図る必要があります。 

 

現状と課題 

① （前略）学校運営に保護者

や地域の方々が参画するこ

とを通じて、育みたい子ども

像・めざすべき教育のビジョ

ンを共有し、地域ならではの

特色を生かした「地域ととも

にある学校づくり」を支える

コミュニティ・スクールの導

入が進みつつある中、今後

も、地域と学校の間を円滑

に調整する地域学校協働活

動推進員等の配置を進め、

コミュニティ・スクールのさら

なる導入と拡大、内容の充

実を図る必要があります。 

 

○記述内容の精査 

2５１ （４）地域とと

もにある学

校づくり 

（１４７頁） 

主な取組内容 

① 「地域とともにある学校づ

くり」の推進 

○ 各市町の担当者を対象と

した優良事例等の共有を行

う研修会を開催するととも

に、地域とともにある学校づ

くりサポーターを学校等に

講師として派遣したり、期待

される効果や先進事例を紹

介したりすることにより、小

中学校におけるコミュニテ

ィ・スクールのさらなる導入

と拡大、内容の充実を図りま

す。また、地域の方々の知識

や経験、技能を活用した学

習や体験活動等の効果的な

取組事例を普及することに

より、地域と学校が連携・協

働して行う取組のさらなる推

進を図ります。 

 

主な取組内容 

① 「地域とともにある学校づ

くり」の推進 

○ 各市町の担当者を対象と

した優良事例等の共有を行

う研修会を開催するととも

に、地域とともにある学校づ

くりサポーターを学校等に

講師として派遣したり、期待

される効果や先進事例を紹

介したりすることにより、小

中学校におけるコミュニテ

ィ・スクールのさらなる導入

と拡大、内容の充実を図りま

す。 

 

○記述内容の充実 

2５２ （４）地域とと

もにある学

校づくり 

（１４７頁） 

 主な取組内容 

① 「地域とともにある学校づ

くり」の推進 

○  地域の方々の知識や経

験、技能を活用した教育活

動を行うとともに、効果的な

実践事例を普及することに

○記述内容の充実 

※教育改革推進会

議意見 
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より、地域と学校が連携・協

働して行う取組のさらなる

推進を図ります。 

 

2５３ （４）地域とと

もにある学

校づくり 

（１４８頁） 

主な取組内容 

① 「地域とともにある学校づ

くり」の推進 

○ コミュニティ・スクールと地

域学校協働活動の一体的

推進を図るため、小中学校

については、地域学校協働

活動を進める市町等に対し

て支援を行うとともに、地域

学校協働活動推進員等の

配置を進め、学校と地域住

民等との連携協力体制を整

備します。 

 

主な取組内容 

① 「地域とともにある学校づ

くり」の推進 

○ コミュニティ・スクールと地

域学校協働活動の一体的

推進を図るため、小中学校

については、地域学校協働

活動を進める市町等に対し

て支援を行います。また、地

域学校協働活動推進員等

の配置を進め、学校と地域

住民等との連携協力体制を

整備します。 

 

○記述内容の精査 

 

2５４ （４）地域とと

もにある学

校づくり 

（１４８頁） 

主な取組内容 

① 「地域とともにある学校づ

くり」の推進 

〇 高等学校では、小中学生

向けの体験講座や、地域の

方々を対象とした開放講座

など授業での学びを生かし

た高校生による講座や、地

域で活躍する経営者等によ

る出前授業、地元企業での

体験的な学習活動等を推進

します。 

 

主な取組内容 

① 「地域とともにある学校づ

くり」の推進 

〇 高等学校では、小中学生

向けの体験講座や、地域の

方々を対象とした開放講座

など授業での学びを生かし

た高校生による講座、地域

で活躍する経営者等による

出前授業、地元企業での体

験的な学習活動等を推進し

ます。 

○記述内容の精査 

2５５ （４）地域とと

もにある学

校づくり 

（１４８頁） 

主な取組内容 

② 地域と学校をつなぐコーデ

ィネート機能の強化 

○ 地域学校協働活動推進員

等を対象に、さらなる学びの

場を提供し、フォローアップ

することで、各地域における

地域学校協働活動をより一

層推進します。 

 

主な取組内容 

② 地域と学校をつなぐコーデ

ィネート機能の強化 

○ 地域学校協働活動推進員

等にさらなる学びの場を提

供し、フォローアップするこ

とで、各地域における地域

学校協働活動をより一層推

進します。 

 

○記述内容の精査 

2５６ （４）地域とと

もにある学

校づくり 

（１４８頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

地域と連携した教育活動に取

り組んでいる小中学校の割合 

現状値  小学校 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

地域と連携した教育活動に取

り組んでいる小中学校の割合 

現状値  小学校 

○記述内容の精査 
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７５．４% 

中学校 

５９．５％ 

（Ｒ４） 

 

８１．２% 

中学校 

６４．２％ 

 

２５７ （５）学校の

特色化・魅

力化 

（１４９頁） 

めざす姿 

（前略）また、それぞれの地

域や学科の特性に応じた高等

学校の特色化・魅力化が進

み、子どもたちが自らの興味・

関心に応じて主体的に学び、

豊かな人間性や社会性を育む

場となっています。 

 

めざす姿 

（前略）また、それぞれの地

域や学科の特性に応じた高等

学校の特色化・魅力化が進

み、子どもたちが自らの興味・

関心に応じて主体的に学び、

豊かな人間性や社会性を身に

つける場となっています。 

 

○記述内容の精査 

2５８ （５）学校の

特色化・魅

力化 

（１４９頁） 

現状と課題 

① （前略）また、小学校での

教科担任制の導入や、小学

校と中学校や中学校と高等

学校など学校段階間の連携

の強化を含め、小学校から

高等学校まで一貫性・継続

性のある指導を確立してい

く必要があります。 

 

現状と課題 

① （前略）また、小学校での

教科担任制の導入や、小学

校と中学校や中学校と高等

学校など学校段階間の連携

の強化を含め、小学校から

高等学校まで一貫性・連続

性のある指導を確立してい

く必要があります。 

 

○記述内容の精査 

２５９ （５）学校の

特色化・魅

力化 

（１４９頁） 

現状と課題 

③ （前略）少子化に伴う人口

減少が課題となる中、県内

大学や企業、地域の人びと・

職業人等との連携を一層推

進し、協働的な学びや学習

活動の機会を確保していく

必要があります。 

 

現状と課題 

③ （前略）少子化に伴う人口

減少が課題となる中、県内

大学や企業、地域の方々・

職業人等との連携を一層推

進し、協働的な学びや学習

活動の機会を確保していく

必要があります。 

 

○記述内容の精査 

2６０ （５）学校の

特色化・魅

力化 

（１５１頁） 

 脚注 

専門学科のうち、職業に関

する学科以外の学科（理数科、

体育科、英語コミュニケーショ

ン科、国際科学科、国際文理

科、応用デザイン科）のこと。 

 

○記述内容の充実 

2６１ （５）学校の

特色化・魅

力化 

（１５１頁） 

 脚注 

専門学科のうち職業に関す

る学科（農業・工業・商業・水

産・家庭・看護・情報・福祉に関

する学科）のこと。 

○記述内容の充実 
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2６２ （５）学校の

特色化・魅

力化 

（１５１頁） 

主な取組内容 

② 高等学校の特色化・魅力

化 

○ 総合学科では、生徒が主

体的に学習に取り組むこと

ができるよう、「産業社会と

人間」や多様な科目を開設

するなど、生徒の能力・適正

等に対応した柔軟な教育活

動を展開します。 

 

主な取組内容 

② 高等学校の特色化・魅力

化 

○ 総合学科では、生徒が主

体的に学習に取り組むこと

ができるよう、「産業社会と

人間」や多様な科目を開設

するなど、生徒の能力・適性

等に対応した柔軟な教育活

動を展開します。 

 

○記述内容の精査 

2６３ （５）学校の

特色化・魅

力化 

（１５１頁） 

主な取組内容 

② 高等学校の特色化・魅力

化 

○ 高等学校においては、生徒

が興味・関心に応じて幅広く

科目選択できるよう、ＩＣＴを

活用して他の高等学校で開

設している科目を履修する

仕組みなど、小規模校にお

ける教育の質の向上につな

がる取組について検討しま

す。（再掲） 

 

主な取組内容 

② 高等学校の特色化・魅力

化 

○ 生徒が興味・関心に応じて

幅広く科目選択できるよう、

ＩＣＴを活用して他の高等学

校で開設している科目を履

修する仕組みなど、教育の

質の向上につながる取組に

ついて検討します。 

 

○記述内容の充実 

2６４ （５）学校の

特色化・魅

力化 

（１５１頁） 

主な取組内容 

② 高等学校の特色化・魅力

化 

○ 高等学校においては、「地

域課題解決型キャリア教育

モデル」を活用し、地域課題

解決型キャリア教育を、地域

の産業界や行政と連携しな

がら推進します。 

 

主な取組内容 

② 高等学校の特色化・魅力

化 

○ 「地域課題解決型キャリア

教育モデル」を活用し、地域

課題解決型キャリア教育を、

地域の産業界や行政と連携

しながら推進します。 

 

○記述内容の精査 

2６５ （５）学校の

特色化・魅

力化 

（１５１頁） 

脚注 

地域の特色や産業を題材と

して生徒が主体的に取り組ん

だ学習の成果をふまえ、「県立

高等学校活性化計画」（平成 

２９年３月策定）において示さ

れた、地域課題解決型キャリア

教育に関する学習内容やその

進め方、学習により培われる生

徒の資質・能力、学校と地域の

関わり方等。 

脚注 

地域の特色や産業を題材と

して生徒が主体的に取り組ん

だ学習の成果をふまえ、学習

内容やその進め方、学習によ

り培われる生徒の資質・能力、

学校と地域の関わり方等につ

いて、他校において推進できる

よう、三重県教育委員会が示

した地域課題解決型キャリア

教育のプログラム。 

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

2６６ （６）学校施

設の整備 

（１５２頁） 

主な取組内容 

③ 地域の実情に応じた学校

規模と配置の推進 

○ 木本高等学校と紀南高等

学校を統合し、校舎制として

設置する紀南地域新高等学

校（仮称・令和７（2025）年

４月開校予定）においては、

それぞれの学校が取り組ん

できた地域と連携したきめ

細かな学びを継承しつつ、

両校舎が連携した多様な教

育活動の実現に取り組みま

す。 

 

主な取組内容 

③ 地域の実情に応じた学校

規模と配置の推進 

○ 木本高等学校と紀南高等

学校を統合し、校舎制として

設置する紀南地域新高等学

校（令和７（2025）年４月開

校予定）においては、それぞ

れの学校が取り組んできた

地域と連携したきめ細かな

学びを継承しつつ、両校舎

が連携した多様な教育活動

の実現に取り組みます。 

 

○記述内容の精査 

２６７ （６）学校施

設の整備 

（１５３頁） 

 脚注 

「全ての人のためのデザイ

ン」を意味し、障がいの有無や

年齢、性別等に関わらず、最初

からできるだけ多くの人が利

用可能であるように施設、製

品、制度等をデザインするこ

と。 

 

○記述内容の充実 

２６８ （６）学校施

設の整備 

（１５３頁） 

現状と課題 

③ 脱炭素社会の実現をめざ

した取組が求められる中、

学校施設においても、省エ

ネルギー化や再生可能エネ

ルギーの導入を進めるとと

もに、あたたかみの感じられ

る学習の場づくりにも配慮

し、県産材等を利用した整

備を進める必要があります。 

 

現状と課題 

③ 脱炭素社会の実現をめざ

した取組が求められる中、

学校施設においても、省エ

ネルギー化や再生可能エネ

ルギーの導入を進めるとと

もに、温かみの感じられる学

習の場づくりにも配慮し、県

産材等を利用した整備を進

める必要があります。 

 

○記述内容の精査 

2６９ （６）学校施

設の整備 

（１５３頁） 

主な取組内容 

① 老朽化対策・耐震化対策

の推進 

○ 県立学校において、屋上・

外壁など校舎の経年劣化の

修復や給排水設備や電気設

備の更新を「三重県立学校

施設長寿命化実施計画」に

基づき、計画的に進めます。

（後略） 

主な取組内容 

① 老朽化対策・耐震化対策

の推進 

○ 県立学校において、屋上・

外壁など校舎の経年劣化の

修復や給排水設備・電気設

備の更新を「三重県立学校

施設長寿命化実施計画」に

基づき、計画的に進めます。

（後略） 

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

2７０ （６）学校施

設の整備 

（１５４頁） 

主な取組内容 

② 快適な学習環境づくりの

推進 

○ （前略）さらに、トイレの改

修については、生活様式の

変化や衛生環境の改善の視

点、利用する子どもたちの意

見などをふまえ、洋式化や

乾式清掃の床への転換等の

機能面の向上について、「三

重県立学校施設長寿命化

実施計画」に基づき、屋外等

のトイレも含め、計画的に進

めます。（一部再掲） 

主な取組内容 

② 快適な学習環境づくりの

推進 

○ （前略）さらに、トイレの改

修については、生活様式の

変化や衛生環境の改善の視

点、利用する子どもたちの意

見などをふまえ、洋式化や

乾式清掃の床への転換等の

機能面の向上について、「三

重県立学校施設長寿命化

実施計画」に基づき、屋外等

のトイレも含め、計画的に進

めます。 

 

○記述内容の精査 

2７１ （６）学校施

設の整備 

（１５４頁） 

主な取組内容 

④ 自然環境を考慮した施設

整備・改修の実施 

○ （前略）また、建築物の木

造化・木質化は、脱炭素化

に資するとともに、あたたか

みや心地よさが感じられる

空間の創出が期待されるこ

とから、「みえ木材利用方

針」に基づき学校施設の整

備・改修を行います。 

 

主な取組内容 

④ 自然環境を考慮した施設

整備・改修の実施 

○ （前略）また、建築物の木

造化・木質化は、脱炭素化

に資するとともに、温かみや

心地よさが感じられる空間

の創出が期待されることか

ら、「みえ木材利用方針」に

基づき学校施設の整備・改

修を行います。 

 

○記述内容の精査 

2７２ （６）学校施

設の整備 

（１５５頁） 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

学校施設の長寿命化計画に係

る長寿命化改修に着手した建

物数 

目標値  検討中 

※ 「三重県立学校施設長寿

命化実施計画」（第Ⅱ期）に

おいて計画している長寿命

化改修に着手した建物の数

（累計）（三重県教育委員会

調べ） 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

学校施設の長寿命化計画に係

る長寿命化改修に着手した建

物数 

目標値 ７８棟 

※ 「三重県立学校施設長寿

命化実施計画」において計

画している長寿命化改修に

着手した建物の数（累計）

（三重県教育委員会調べ） 

 

○記述内容の精査 

2７３ （７）家庭で

の学びの応

援 

（１５７頁） 

主な取組内容 

① 保護者と子どもの学びの

応援 

○ 家庭教育に関心を持つき

っかけや、子育てや家庭で

の教育のヒント・気づきにつ

主な取組内容 

① 保護者と子どもの学びの

応援 

○ 家庭教育に関心を持つき

っかけや、子育てや家庭で

の教育のヒント・気づきにつ

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

ながるよう、リーフレット等を

作成したり、県ホームページ

「みっぷる広場」に本県で家

庭教育に関わる方々のコラ

ムを掲載するなど、保護者

の不安の解消や学びにつな

げます。 

 

ながるよう、リーフレット等を

作成したり、県ホームページ

「みっぷる広場」に本県で家

庭教育に関わる方々のコラ

ムを掲載したりするなど、保

護者の不安の解消や学びに

つなげます。 

 

2７４ （７）家庭で

の学びの応

援 

（１５８頁） 

主な取組内容 

① 保護者と子どもの学びの

応援 

○ 小中学生の学習習慣・読

書習慣等の確立に向け、「全

国学力・学習状況調査」にお

ける児童生徒質問紙調査

や、みえスタディ・チェックの

「学習や生活等に関する質

問」から、学習習慣・読書習

慣等の状況を継続的に把握

するとともに、課題の改善に

向け、子どもたちの１人１台

端末からダウンロードできる

チェックシート等の活用を促

進するなど、引き続き、学

校・家庭・地域が一体となっ

た「みえの学力向上県民運

動」の取組を進めます。（再

掲） 

 

主な取組内容 

① 保護者と子どもの学びの

応援 

○ 小中学生の学習習慣・読

書習慣等の確立に向け、「全

国学力・学習状況調査」にお

ける児童生徒質問紙調査

や、「みえスタディ・チェック」

の学習や生活等に関する質

問から、学習習慣・読書習

慣等の状況を継続的に把握

するとともに、課題の改善に

向け、子どもたちの１人１台

端末からダウンロードできる

チェックシート等の活用を促

進するなど、引き続き、学

校・家庭・地域が一体となっ

た「みえの学力向上県民運

動」の取組を進めます。（再

掲） 

 

○記述内容の精査 

2７５ （７）家庭で

の学びの応

援 

（１５８頁） 

主な取組内容 

② さまざまな主体で子どもの

豊かな育ちを支える取組の

充実 

○ 子育てに優しい地域社会

づくりへ向け、趣旨に賛同す

る企業や団体で構成される

「みえ次世代育成応援ネット

ワーク」等と連携して、さまざ

まな体験機会を提供するな

ど、子どもの育ち、子育て家

庭を支援します。 

 

主な取組内容 

② さまざまな主体で子どもの

豊かな育ちを支える取組の

充実 

○ 子育てに優しい地域社会

づくりに向け、趣旨に賛同す

る企業や団体で構成される

「みえ次世代育成応援ネット

ワーク」等と連携して、さまざ

まな体験機会を提供するな

ど、子どもの育ち、子育て家

庭を支援します。 

 

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

2７６ （８）社会教

育の推進と

地域の教育

力の向上 

（１６１頁） 

主な取組内容 

① さまざまな主体との連携・

協働 

○ （前略）また、地域と学校の

協働を進め、より一層学校

施設の活用が行われるよう

に取り組みます。 

 

主な取組内容 

① さまざまな主体との連携・

協働 

○ （前略）また、地域と学校の

協働を進め、より一層学校

施設の活用が行われるよう

取り組みます。 

 

○記述内容の精査 

2７７ （８）社会教

育の推進と

地域の教育

力の向上 

（１６２頁） 

 脚注 

新しい職業に就くために、あ

るいは、今の職業で必要とされ

るスキルの大幅な変化に適応

するために、必要なスキルを獲

得すること。 

 

○記述内容の充実 

 

2７８ （８）社会教

育の推進と

地域の教育

力の向上 

（１６２頁） 

 脚注 

学校教育からいったん離れ

た後も、それぞれのタイミング

で学び直し、仕事で求められ

る能力を磨き続けていくこと。 

 

○記述内容の充実 

 

2７９ （９）文化財

の保存 ・活

用・継承 

（１６５頁） 

主な取組内容 

① 文化財の調査と指定 

○ 文化財を将来にわたって

保存、継承するため、本県に

とって特に重要な文化財に

ついては、三重県文化財保

護審議会への諮問・答申を

経て、指定を行います。（後

略） 

 

主な取組内容 

① 文化財の調査と指定 

○ 文化財を将来にわたって

保存・継承するため、本県に

とって特に重要な文化財に

ついては、三重県文化財保

護審議会への諮問・答申を

経て、指定を行います。（後

略） 

 

○記述内容の精査 

２８０ （９）文化財

の保存 ・活

用・継承 

（１６５頁） 

主な取組内容 

② 文化財の修理・整備と継承 

○ 国・県指定等文化財で、修

復や再生、継承のための取

組が必要なものについて

は、所有者や市町と調整の

上、保存のための支援をす

るとともに、その活用のため

の情報発信を積極的に実施

します。 

 

主な取組内容 

② 文化財の修理・整備と継承 

○ 国・県指定等文化財で、修

復や再生、継承のための取

組が必要なものについて

は、所有者や市町と調整の

上、保存のための支援を行

うとともに、その活用のため

の情報発信を積極的に実施

します。 

 

○記述内容の精査 

2８１ （９）文化財

の保存 ・活

用・継承 

主な取組内容 

③ 文化財の保存・活用の推

進 

主な取組内容 

③ 文化財の保存・活用の推

進 

○記述内容の精査 
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No. 施策名等 中間案（修正版）（旧） 最終案（新） 備考 

（１６６頁） ○ 国・県指定等文化財をはじ

めとした文化財の保存、活

用が地域社会総がかりで計

画的に進められるよう、市町

による文化財保存活用地域

計画の作成を積極的に支援

します。 

 

○ 国・県指定等文化財をはじ

めとした文化財の保存・活

用が地域社会総がかりで計

画的に進められるよう、市町

による文化財保存活用地域

計画の作成を積極的に支援

します。 

 

２８２ （９）文化財

の保存 ・活

用・継承 

（１６６頁） 

 脚注 

市町が策定する文化財の保

存・活用に関する目標や具体

的な取組内容を定めた計画。 

 

○記述内容の充実 

２８３ 教育ビジョ

ンの実現に

向けて 

（１６７頁） 

１ 教育ビジョンの進行管理 

○ 教育ビジョンの進行管理に

あたっては、毎年度、KPI

（重要業績評価指標）の達

成状況と評価を、県議会を

はじめ三重県教育改革推進

会議等の関係会議に報告す

るとともに、県のＷｅｂサイト

で公表します。（後略） 

１ 教育ビジョンの進行管理 

○ 本ビジョンの進行管理にあ

たっては、毎年度、KPI（重

要業績評価指標）の達成状

況と評価を、県議会をはじ

め三重県教育改革推進会

議等の関係会議に報告する

とともに、県のＷｅｂサイトで

公表します。（後略） 

 

○記述内容の精査 

2８４ 教育ビジョ

ンの実現に

向けて 

（１６７頁） 

２ 多様な担い手との連携・協

働 

▽ 「学校」の役割 

（前略）また、学校は、学習機

会と学力の保障や全人的な発

達・成長の保障、身体的・精神

的な健康を保障する役割を担

っていくとともに、教育活動に

関する情報を行い、教職員の

資質向上等を図り、地域に開

かれ、信頼される学校づくりを

進めます。 

 

２ 多様な担い手との連携・協

働 

▽ 「学校」の役割 

（前略）また、学校は、学習

機会と学力の保障や全人的な

発達・成長の保障、身体的・精

神的な健康を保障する役割を

担っていくとともに、教育活動

に関する情報を積極的に公開

したり、教職員の資質向上を

図ったりすることで、地域に開

かれ、信頼される学校づくりを

進めます。 

 

○記述内容の精査 

 


